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Ⅰ 通勤手当の支給要件

通勤のため自動車等により通勤することを常例とする職員及び交通機関等

を利用して運賃等を負担することを常例とする職員に支給する手当です。

通勤手当の支給には 「距離 「方法」の２つの条件を満たす必要があり、 」、

（２ページの「通勤手当チェックシート」で確認します ）ます。 。

支給要件

徒歩により通勤するものとした場合、通勤距離が片道２㎞以上１ 距 離

あること。

自動車等・交通機関等により通勤しており、次のいずれかに該２ 方 法

当していること。

① 自動車等により通勤している。

② 交通機関等を利用し、運賃等を負担して通勤している。

③ 交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を

使用して通勤している （交通機関等と自動車等の併用）。

※ 適用除外となる職員

・ 徒歩により通勤するものとした場合、通勤距離が片道２㎞未満。

・ 徒歩で通勤している。

他人の自動車等に相乗りして通勤している。・

・ 交通機関等を利用して通勤しているが、運賃等を負担していない。
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通勤手当チェックシート

〔スタート〕

徒歩により通勤するものとした場合、 NO

通勤距離が片道２㎞以上ある。 支給対象外

YES

自動車等を使用・交通機関等を利用し NO

て通勤している。 支給対象外

YES

、自動車等を使用して 交通機関等を利用し 交通機関等を利用し

いる。 ている。 かつ、自動車等を使

用している。

YES YES YES

交通機関等の運賃等 交通機関等の運賃等

を負担している。 を負担している。

YES NO YES NO

自動車等に

支給対象 支給対象 支給対象外 支給対象 ついてのみ

支給対象
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Ⅱ 通勤手当の事務処理のフロー図

職員の通勤手当支給に関する事由が生じた場合の事務処理の流れは次のとおりです。

通勤届が提出された場合、事実の確認から認定結果の報告までを速やかに処理します。

〔職員〕 〔所属〕 〔教育事務所〕

事実発生

・採用、異動、転居等

届出 事実の確認

・通勤届 ・支給要件の確認

・チェックシート

・通勤届の確認

手当の額の決定又は改定

・支給額

・支給の始期、終期

・通勤手当認定簿への記載

・手当の額の決定又は改定

認定結果の報告 電算処理

・報告（通勤手当報告書の送付） ・給与オンライン

システム入力

・支給

支給額の確認

・支給明細書で確認

書類の保管

・通勤届、認定簿等の保管

事後確認

・認定内容の確認

・事後確認チェックシート

・支給額に誤りがあった場合

・定期券払戻しに伴う返納
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Ⅲ 届 出

１ 通勤届

通勤手当支給に関する事由が生じたら、通勤届の提出が必要となります。通

勤届の記入に当たっては です。事務担当職員のサポートが大切

・ 通勤届様式 …… 28ページ参照

・ 通勤届の記入例 …… 29～40ページ参照

◆通勤届の提出が必要な事例

（１）新規…新たに通勤手当を受給することとなる場合

・ 新たに採用された又は異動した。

・ 通勤手当を受給していなかったが、転居により通勤の最短距離が２㎞

以上となった。

（２）住居の変更・通勤経路又は方法の変更・運賃等の負担額の変更…通勤手当

を受給している者に住居の変更や通勤方法等の変更があった場合

・ 住居を移転したため、通勤経路が変更となった。

・ 勤務校が移転したため、通勤経路が変更となった。

・ 道路の開通等のため、通勤経路を変更した。

・ 自動車で一般道を通勤していたが、高速道路を利用して通勤すること

となった。

・ 積雪のため、自転（動）車から公共交通機関（バス・ＪＲ）に通勤方

（冬季においてのみ交通機関等を利用することにした場合法を変更した。

は５-１ページ参照）

・ 普通列車で通勤していたが、新幹線を利用することとした。

・ 交通機関の運賃改定及び高速道路の料金改定等により、通勤のため負

担する運賃等の額に変更があった。

（３）その他…支給要件が消滅した場合

・ 住居の変更、道路の開通等により最短経路が２㎞未満になった。

・ 勤務校が移転し、通勤の最短経路が２㎞未満になった。

、 。・ バスで通勤していたが 他人の自家用自動車に便乗することとなった

・ 自動車で通勤していたが、徒歩に通勤方法を変更した。

【注意】

上記（１）及び（２）の事例については、１ページの「支給要件」を満

たしていること。
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２ 通勤届に必要な添付書類

必要ありません。

ただし、新幹線鉄道等、みちのく有料道路を利用している場合は、下記添付

書類を提出してください。

＜添付書類＞

○新幹線鉄道等

１ バス等交通機関に乗り換える場合はその時刻表

（ＪＲ・青い森鉄道・青森市営バス・八戸市営バスの時刻表は不要 ）。

２ 勤務時間割表

３ 新幹線定期券の写し

４ 新幹線鉄道利用者タイムスケジュール※

※様式・記載例は９７～１００ページを参照してください。

○みちのく有料道路

１ 車検証の写し

２ 回数券又は領収書の写し

３ 自動車の所有者が職員でない場合は申立書（自己所有でない理由と維

持管理費の負担について）※

※申立書の記載については１０１～１０２ページを参照してください。

３ 事実発生日

届出する場合の「事実発生日」は下記により判断します。

通勤方法 事実の生じた日

職員が通勤しうる状態に至った日

例１：住居の移転の場合

共 通 住居の移転を完了した翌日

例２：通勤方法の変更の場合

通勤方法を変更して通勤した初日

【新採用者及び人事異動者の「事実の生じた日 】」

新採用者及び人事異動者が採用又は異動した場合においては、公署への勤務を

開始すべきこととされる日（発令を受けた日から７日以内）に要件を具備すると

きは、採用又は異動の発令日を要件が具備されるに至った日（＝職員が通勤しう

る状態に至った日）として取り扱います。

４ 冬季においてのみ交通機関等を利用することにした場合

冬季（１１月１日から翌年の３月３１日までの期間）のみ交通機関等を利用

する場合は、当該利用の終了までの期間について支給単位期間を定め、通勤手

当の額を算出することができます。

なお、届出の理由は「その他（冬季期間調整 」としてください。）
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【 】 （ ） 、例 自動車で通勤している職員が冬季 １１月～３月 に交通機関等を利用して通勤し

４月から再び自動車を利用して通勤する場合

時 期 月 月 月 １月 ２月 ３月 ４月10 11 12

通 勤 方 法 自動車 交通機関等 自動車

支給単位期間

場合によっては、６箇月定期券の額と５箇月で払い戻す場合の額（３箇月定

期券の額＋１箇月定期券の額×２＋払戻手数料）を比較した場合、６箇月定期

券の額が低いこともありますがこの比較は行わず、本人の申告による期間によ

って支給単位期間を定め、認定します。

なお、通勤手当の認定簿には、冬季における交通機関利用なのか、単なる交

通手段の変更なのかを区別するために備考欄にその旨を記載してください。

1か月

3箇月定期券 1箇月定期券

1か月

1箇月定期券
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Ⅳ 事実の確認
職員から通勤届が提出された場合、通勤届に収受印を押印し、次のことを

確認します。

１ 支給要件の確認

支給要件（ 距離 「方法 ）を満たしているか下記を参照して確認します。「 」、 」

・ 支給要件（１ページ）

・ 通勤手当チェックシート（２ページ）

２ 届出内容の確認

（１） 届出の理由

正しい箇所にチェックされているか確認します。

（２） 届出の理由が生じた日（事実発生日）

職員が通勤しうる状態に至った日となっているか確認します。

（３） 徒歩により通勤するものとした場合、通勤距離が片道２㎞以上あるか確

認します。

（４） 通勤方法が次のいずれかに該当しているか確認します。

① 自動車等により通勤している。

② 交通機関等を利用し、運賃等を負担して通勤している。

、 、 。③ 交通機関等を利用して運賃等を負担し かつ 自動車等を使用している

（交通機関等と自動車等の併用）

【注意】

・ 徒歩による通勤の場合、通勤手当は支給されません。

・ 「自動車等」とは、自動車、原動機付自転車、その他の原動機付の

交通用具及び自転車等をいいます。

・ 「交通機関等」とは、交通機関又は有料道路をいいます。

・ 「運賃等」とは、交通機関等の運賃又は料金をいいます。

（５） 記載内容が事実に即しているか確認します。

① 自動車等により通勤している場合

ア 実際に自動車等で通勤していることを確認します。

イ 通勤距離について、一般に利用しうる最短の経路の距離であるか、イ

ンターネットの地図情報サイト（NAVITIME、MapFanWeb等）を利用して確

認します。

② 交通機関等を利用し、運賃等を負担して通勤している場合

ア 届出した職員から定期券・回数券・バスカードの提示を受け、実際に

交通機関等を利用していること及びその額を確認します。

イ 通勤距離を各交通機関へ問い合わせる等して確認します。

③ 交通機関等と自動車等の併用で通勤している場合

上記①と②を併せて確認します。
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３ 添付書類の確認

（１） 新幹線鉄道利用者

① バス等交通機関に乗り換える場合はその時刻表（※ＪＲ・青い森鉄道・

青森市営バス・八戸市営バスの時刻表はＨＰ等にて確認します ）。

② 勤務時間割表

③ 新幹線定期券の写し

現に利用していることを確認します。

④ 新幹線鉄道利用者タイムスケジュール

（２） みちのく有料道路

① 車検証の写し

車両の所持者を確認します。

【自動者の所有者が職員でない場合】

自己所有でない理由と維持管理費の負担等についての申立書

ア ①の車検証の所有者が職員でない理由を確認します。

イ 維持管理費を職員が負担していることを確認します。

② 回数券又は領収書の写し

現に利用していることを確認します。

※ ①、②、④を基に下記の要件を全て満たしていることを確認します。

ア 新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難（原則として新幹線鉄道

等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が６０㎞以上又は通

勤時間が９０分以上）であること。

イ 新幹線鉄道等の利用により、通勤時間が３０分以上短縮される等通勤事情の

改善に相当程度資するものであること。

ウ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を負担することを常例とすること。

※ 次のア又はイの要件を満たしているか確認します。

ア みちのく有料道路を利用しない場合の通勤距離が片道６０㎞以上

→通年で特別料金が支給可能

イ みちのく有料道路を利用しない場合の通勤距離が片道４５㎞以上６０㎞未満

→積雪期（１～３月）のみ特別料金の支給が可能
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Ⅴ 手当の額の決定又は改定

１ 支給額

（１） 自動車等使用で四輪の自動車を使用する職員

片道の交通用具の使用距離 額 片道の交通用具の使用距離 額

４㎞未満 2,000円 42㎞以上44㎞未満 24,600円

４㎞以上６㎞未満 3,700 44 〃 25,900

６ 〃 ８ 〃 4,600 46 〃 48 〃 27,000

８ 〃 10 〃 5,800 48 〃 50 〃 28,200

10 〃 12 〃 7,000 50 〃 52 〃 29,300

12 〃 14 〃 8,100 52 〃 54 〃 30,400

14 〃 16 〃 9,300 54 〃 56 〃 31,500

16 〃 18 〃 10,400 56 〃 58 〃 32,600

18 〃 20 〃 11,500 58 〃 60 〃 33,700

20 〃 22 〃 12,800 60 〃 62 〃 35,000

22 〃 24 〃 14,000 62 〃 64 〃 36,000

24 〃 26 〃 14,800 64 〃 66 〃 37,000

26 〃 28 〃 15,700 66 〃 68 〃 38,100

28 〃 30 〃 16,700 68 〃 70 〃 39,200

30 〃 32 〃 17,700 70 〃 72 〃 40,400

32 〃 34 〃 18,800 72 〃 74 〃 41,500
34 〃 36 〃 19,900 74 〃 76 〃 42,600
36 〃 38 〃 21,000 76 〃 78 〃 43,700
38 〃 40 〃 22,300 78 〃 80 〃 44,800
40 〃 42 〃 23,500 80㎞以上 46,000

（２） 自動車等使用で四輪の自動車以外（自転車、バイク等）を使用する職員

片道の交通用具の使用距離 額 片道の交通用具の使用距離 額

５㎞未満 2,000円 25㎞以上30㎞未満 13,700円

５㎞以上10㎞未満 4,100 30 〃 35 〃 16,100

10 〃 15 〃 6,500 35 〃 40 〃 18,500

15 〃 20 〃 8,900 40㎞以上 20,900

20 〃 25 〃 11,300

（３） 交通機関等を使用する職員

① １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等の合計額）≦55,000円

運賃等相当額＋特別料金等の合計額

② １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等の合計額＞55,000円

（55,000円＋上限額を超える部分について2分の1*）×支給単位期間

*20,000円上限額 の月数

（２以上の交通機関等を利用する場合は （55,000円＋上限額を超える部、

分について2分の1*）×最長支給単位期間の月数）

*20,000円上限額

注意 青い森鉄道利用者 利用距離40㎞以上のもの は 55,000円を70,【 】 （ ） 、

000円と読み替えてください。
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（４） 交通機関等と自動車等を併用する職員

① 交通機関等を利用する距離が通常徒歩によることを例とする距離以上であ

り、かつ、自動車等を利用する距離が片道２㎞以上

ア １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等）＋自動車等の距離に応じ

た額の合計額≦55,000円

１か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等）＋自動車等の距離に応

じた手当額

イ １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等）＋自動車等の距離に応じ

た額の合計額＞55,000円

（55,000円＋上限を超える部分について2分の1）×最長支給単位期間

の月数

② 上記①以外

ア １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等）の合計額≧自動車等の距

離に応じた額

運賃等相当額＋特別料金等

イ １か月当たりの（運賃等相当額＋特別料金等）の合計額＜自動車等の距

離に応じた額

自動車等の距離に応じた額

【注意】青い森鉄道利用者（利用距離40㎞以上のもの）は、55,000円を70,

000円と読み替えてください。

（５） １か月当たりの運賃等相当額の算出方法

① 算出方法

ア 「定期券の１か月あたりの価額」と「回数乗車券等の通勤21回分の運賃

等の額」を算出します。

イ 算出した「定期券の１か月あたりの価額」と「回数乗車券等の通勤21回

分の運賃等の額」を比較します。

ウ 比較した結果、安価である方が最も経済的かつ合理的であると認められ

る１か月当たりの運賃等相当額となります。

② 算出例

ア 定期券の方が安価な場合

◆通勤方法：鉄道

◆片道の運賃：400円

定期券（通用期間６か月）価額：57,450円◆

◆回数乗車券（11枚綴）価額：4,000円

① 定期券の１か月当たりの額

57,450円÷６月＝9,575円

② 回数乗車券の１か月当たりの額（通勤21回分の運賃等の額）

4,000円÷11枚×21回×２(往復)≒15,272円（円未満切捨て）

《比較》

①定期券 9,575円 ＜ ②回数乗車券 15,272円

回数乗車券より定期券の方が安価であるため、１か月当たりの運賃等の
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相当額等は次のとおりとなります。

◆１か月当たりの運賃等相当額：9,575円

◆支給単位期間：６か月（定期券は多くの場合６か月となります）

◆支給単位期間あたりの手当額：57,450円

イ 回数乗車券の方が安価な場合

◆通勤方法：バス

◆片道の運賃：230 円

◆定期券（通用期間６か月）価額：53,170円

◆回数乗車券（11枚綴）価額：2,300 円

① 定期券の１か月当たりの額

53,170円÷６月≒8,861円（円未満切捨て）

② 回数乗車券の１か月当たりの額（通勤21回分の運賃等の額）

2,300円÷11枚×21回×２(往復)≒8,781円（円未満切捨て）

《比較》

①定期券 8,861円 ＞ ②回数乗車券 8,781円

定期券より回数乗車券の方が安価であるため、１か月当たりの運賃等相

当額等は次のとおりとなります。

◆１か月当たりの運賃等相当額：8,781円

◆支給単位期間：１か月（回数乗車券の場合は１か月となります）

◆支給単位期間あたりの手当額：8,781円

※ ＩＣカードを導入している交通機関（例：青森市営バス等）の場合

ＩＣカードを１年間（12か月）利用した場合の実負担額（交通ポイン

トによる無料運賃分を控除した額）を12で除した額をＩＣカードの１か

月当たりの額として、定期券の１か月当たりの額と比較する。

③ ＩＣカードの１か月当たりの額（通勤21回分の運賃等の額）

運賃230円の場合： 例）8,931円（

《比較》

③ＩＣカード 8,931円 ＞ ①定期券 8,861円

この場合は、ＩＣカードより定期券の方が安価であるため、１か月当た

りの運賃等相当額等は次のとおりとなります。

◆１か月当たりの運賃等相当額：8,861円

◆支給単位期間：６か月

◆支給単位期間あたりの手当額：53,170円

※ 支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間のことです。

概ね、定期券の場合は６か月（新幹線定期券の場合は３か月 、回数）

乗車券等の場合は１か月となります。
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２ 支給の始期、終期及び支給額の改定

区 分 支 給 の 始 期 等

新たに手当の ただし、届出が事実の生じ

始 期 支給に係る要件 た日から１５日を経過した後

を具備した場合 その事実が生じ になされたときは、届出を受

た日の属する月の 理した日の属する月の翌月

増 額 月額を増額す 翌月（その日が月 （受理した日が月の初日であ

、 ）べき事実が生じ の初日であるとき るときは その日の属する月

た場合 は、その日の属す から支給を開始し、又は月額

改 定 る月）から支給を の増額を行う。

開始し、又は月額

減 額 月額を減額す の改定を行う。

べき事実が生じ

改 定 た場合

手当の支給に その事実の生じ 届出の如何にかかわらず、

係る要件を欠く た日の属する月 そ 左のとおりである。（

終 期 に至った場合 離 の日が月の初日で（

職又は死亡した あるときは、その

場合を含む ） 日の属する月の前。

） 。月 まで支給する

※ 「届出を受理した日」とは、学校長が届出を受け付けた日であり、職員が育児

休業中や休職中等で届出書類を郵送する場合にあっては、職員が届出書類を実際

に発送した日をもって届出を受理した日とみなして取り扱うことができるものと

する。

支給の始期及び終期の具体例については、11～14ページ参照

- 10 -



３ 支給方法（届出と支給開始月・終了月）

（１） 職員が新たに受給要件を具備した場合

〔例 1〕 事実の生じた日が月の初日で、これに係る届出が15日以内になされた場合

→ 事実の生じた日の属する月から支給

5/1 6/14/1

4/10

４月分から支給

15日以内

事実発生 届出

〔例 2〕 事実の生じた日が月の中途で、これに係る届出が15日以内になされた場合

→ 事実の生じた日の属する月の翌月から支給

4/1 5/1 6/1
5/7

4/30
５月分から支給

15日以内

事実発生 届出

〔例 3〕 事実の生じた日から15日経過後に、これに係る届出がなされた場合

→ その届出を受理した日の属する月の翌月から支給

通勤方法の変更日 24年 9 月 3 日←要件具備の日

通勤届の提出日 24年10月 6 日

9/1 10/1 11/1

9/3 10/6
11月分から支給

15日経過後

事実発生 届出(受理)
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〔例 4〕 事実の生じた日から15日経過後に、これに係る届出がなされた場合でも、その

届出を受理した日が月の初日である場合

→ 届出を受理した日の属する月から支給

通勤方法の変更日 24年9月10日←要件具備の日

通勤届の提出日 24年10月1日

9/1 11/110/1

9/10
10月分から支給

15日経過後

事実発生 届出(受理)

（２） 手当を増額して改定する場合

〔例 5〕 事実の生じた日が月の中途で、これに係る届出が15日以内になされた場合

→ 事実の生じた日の属する月の翌月から増額改定

4/1 5/1 6/1
4/10 4/21

５月分から改定

15日以内

事実発生 届出

〔例 6〕 事実の生じた日が月の初日で、これに係る届出が15日以内になされた場合

→ 事実の生じた日の属する月から増額改定

4/1 5/1 6/1
4/10

４月分から改定

15日以内

事実発生 届出
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〔例 7〕 事実の生じた日から15日経過後に、これに係る届出がなされた場合

→ その届出を受理した日の属する月の翌月から増額改定

4/1 5/1 6/1
4/13 5/6

６月分から改定

15日経過後

事実発生 届出(受理)

〔例 8〕 事実の生じた日から15日経過後に、これに係る届出がなされた場合でも、その

届出を受理した日が月の初日である場合

→ 届出を受理した日の属する月から増額改定

4/1 5/1 6/1
4/13

５月分から改定

15日経過後

事実発生 届出(受理)

（３） 手当を減額して改定する場合

〔例 9〕 事実の生じた日が月の中途である場合

→ これに係る届出が15日以内になされたとき又は15日経過後になされたとき

のいずれの場合であっても、その事実の生じた日の属する月の翌月から減額

改定

4/1 5/1 6/1
5/10

６月分から改定

事実発生

〔例10〕 事実の生じた日が月の初日である場合

→ これに係る届出が15日以内になされたとき又は15日経過後になされたとき

のいずれの場合であっても、その事実の生じた日の属する月から減額改定

4/1 6/15/1

５月分から改定

事実発生
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（４） 手当の支給要件を欠くに至った場合

〔例11〕 事実の生じた日が月の中途である場合

→ これに係る届出が15日以内になされたとき又は15日経過後になされたとき

のいずれの場合であっても、その事実の生じた日の属する月まで支給

4/1 5/1 6/1

5/10

５月分まで支給

事実発生

〔例12〕 事実の生じた日が月の初日である場合

→ これに係る届出が15日以内になされたとき又は15日経過後になされたとき

のいずれの場合であっても、その事実の生じた日の属する月の前月まで支給

5/14/1

４月分まで支給

事実発生
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４ 通勤手当認定簿への記載

通勤届を受理した場合は、事務担当職員が認定簿へ記載し、通勤届を添えて

校長へ提出します。

認定簿の各欄の記入内容は次のとおりです。

（ ） 〔 〕１ 新規・住居の変更・通勤経路又は方法の変更等 自動車等使用者の場合

（ 、 、 ）認定簿様式…41～42ページ参照 認定簿記入例…43～46 59～60ページ参照

欄 記入内容

1 氏名 職員の氏名

2 所属 学校名（市町村名から）

3 通勤届の「届出の理由が生じた日」事実発生年月日

4 提出年月日 通勤届の「提出年月日」

5 受理年月日 通勤届を受理した日（収受印の年月日）

6 自動車等使用 ・使用距離

者 ・１箇月当たりの運賃等の相当額（７ページ参照）

・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給の始期（1

0ページ参照）

・取扱者認印…事務担当職員の印

【注意】四輪自動車以外を使用の職員については「条例第10条

第２項第２号イの額」の行に、四輪自動車を使用の職員につい

ては「条例第10条第２項第２号ロの額」の行に記入

7 普通交通機関 【みちのく有料道路等利用の場合のみ記入】

等又は新幹線 ・算出の基礎となる普通交通機関等又は新幹線鉄道等

鉄道等利用者 ・定期券回数券その他の別

・運賃等の額の算出基礎

・運賃等相当額（特別料金等相当額を含む ）。

・１箇月当たりの運賃等の相当額

・１箇月当たりの運賃等の相当額の合計額

・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給の始期(10

ページ参照)

・取扱者認印…事務担当職員の印

8 支給額 月毎の通勤手当の支給額

9 任命権者の確 ・確認決定年月日

認・決定（改 ・職…校長

定） ・氏名…校長の氏名

10 決定事項 ・条例第10条第１項 該当・非該当…該当の□にレ印

・手当額の決定

（ ）…条例第10条第２項第２号イの□にレ印 四輪自動車以外の場合

（ ）条例第10条第２項第２号ロの□にレ印 四輪自動車の場合

11 備考 特記事項があれば記入
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（ ） 〔 〕２ 新規・住居の変更・通勤経路又は方法の変更等 交通機関等利用者の場合

（認定簿様式…41～42ページ参照、認定簿記入例…47～56ページ参照）

欄 記入内容

1 氏名 職員の氏名

2 所属 学校名（市町村名から）

3 通勤届の「届出の理由が生じた日」事実発生年月日

4 提出年月日 通勤届の「提出年月日」

5 受理年月日 通勤届を受理した日（収受印の年月日）

6 普通交通機関 ・算出の基礎となる普通交通機関等又は新幹線鉄道等

等又は新幹線 ・定期券回数券その他の別

鉄道等利用者 ・運賃等の額の算出基礎

・運賃等相当額（特別料金等相当額を含む ）。

・１箇月当たりの運賃等の相当額（７～９ページ参照）

・１箇月当たりの運賃等の相当額の合計額

・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給の始期（1

0ページ参照）

・取扱者認印…事務担当職員の印

・支給月…通勤手当が支給される月に○印

支給額 月毎の通勤手当の支給額7
任命権者の確 ・確認決定年月日8
認・決定（改 ・職…校長

定） ・氏名…校長の氏名

決定事項 ・条例第10条第１項 該当・非該当…該当の□にレ印9
・手当額の決定…条例第10条第２項第１号の□にレ印

10 備考 特記事項があれば記入

（３）新規・住居の変更・通勤経路又は方法の変更等〔交通機関等と自動車等の

併用者の場合〕

（認定簿様式…41～42ページ参照、認定簿記入例…57～58ページ参照）

欄 記入内容

1 氏名 職員の氏名

2 所属 学校名（市町村名から）

3 通勤届の「届出の理由が生じた日」事実発生年月日

4 提出年月日 通勤届の「提出年月日」

5 受理年月日 通勤届を受理した日（収受印の年月日）

6 普通交通機関 ・算出の基礎となる普通交通機関等又は新幹線鉄道等

等又は新幹線 ・定期券回数券その他の別

鉄道等利用者 ・運賃等の額の算出基礎
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・運賃等相当額（特別料金等相当額を含む ）。

・１箇月当たりの運賃等の相当額（７～９ページ参照）

・１箇月当たりの運賃等の相当額の合計額

・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給の始期（1

0ページ参照）

・取扱者認印…事務担当職員の印

・支給月…通勤手当が支給される月に○印

7 自動車等使用 ・使用距離

者 ・１箇月当たりの運賃等の相当額（７ページ参照）

・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給の始期（1

0ページ参照）

・取扱者認印…事務担当職員の印

・１箇月当たりの運賃等の相当額と自動車等の額の合計額

【注意】四輪自動車以外を使用の職員については「条例第10条

第２項第２号イの額」の行に、四輪自動車を使用の職員につい

ては「条例第10条第２項第２号ロの額」の行に記入

8 支給額 月毎の通勤手当の支給額

9 任命権者の確 ・確認決定年月日

認・決定（改 ・職…校長

定） ・氏名…校長の氏名

10 決定事項 ・条例第10条第１項 該当・非該当…該当の□にレ印

・手当額の決定

…条例第10条第２項第３号の□にレ印

（８ページ（４）①の場合）規則第８条の４ 第１号の□にレ印

（ （ ） ）規則第８条の４ 第２号の□にレ印 ８ページ ４ ②アの場合

（ （ ） ）規則第８条の４ 第３号の□にレ印 ８ページ ４ ②イの場合

11 備考 特記事項があれば記入

（４）支給要件の喪失〔自動車等使用者の場合〕

（様式…41～42ページ参照、認定簿記入例…63～64ページ参照）

欄 記入内容

1 自動車等使用 ・備考…支給要件が喪失となる理由等

者

（５）支給要件の喪失〔交通機関等利用者の場合〕

（様式…41～42ページ参照、認定簿記入例…65～68ページ参照）

欄 記入内容

1 普通交通機関 ・普通交通機関等又は新幹線鉄道等の認定期間…支給最終月（1

等又は新幹線 0ページ参照）
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鉄道等利用者 ・備考…支給要件が喪失となる理由等

決定事項 【返納事由が発生の場合のみ記入】2
・返納事由

・返納事由発生年月（25～26ページ参照）

・返納対象普通交通機関等（新幹線鉄道等、橋等）

・払戻金相当額（規則第20条の２第３項の額）の算出基礎

・払戻金相当額（規則第20条の２第３項の額）

・取扱者認印…事務担当職員の印

・備考…返納通知書により返納となる場合は「返納通知書 、」

例月給与から返納となる場合は「差引」と記入
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５ 手当額の決定又は改定（認定簿の決裁）

通勤手当の認定者は、適正に認定するため事務担当職員が作成した認定簿の

内容を確認し 「任命権者の確認・決定（改定）欄」に認印を押印します。、

【確認事項】 通勤届、認定簿で確認します。

（通勤届）

○ 支給要件を満たしていること

（認定簿）

○ 氏名

○ 所属

○ 事実発生年月日

○ 提出年月日

○ 受理年月日

○ 内容

○ １箇月当たりの運賃等の相当額

○ 支給の始期

○ 取扱者認印

○ 支給額

○ 決定事項（該当条文）

○ 任命権者確認決定年月日

【決裁時のチェックポイント】

チェックポイント

1 支給要件を満たしているか。

2 届出の理由は正しいか。

3 届出の理由が生じた日は正しいか。

4 実際に自動車等を使用又は交通機関等を利用して通勤しているか。

5 通勤距離は一般に利用しうる最短の距離か。

※ １つでも該当しない場合は事務担当職員に確認します！
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Ⅵ 認定結果の報告
認定後は報告期限までに、所管する教育事務所に報告します。

１ 提出書類

（１）自動車等を使用して通勤している職員について報告する場合

通勤手当報告書

（報告書様式…69ページ参照、報告書記入例…70ページ参照）

（２）交通機関等を利用して通勤している職員について報告する場合

通勤手当報告書、通勤届の写し及び通勤手当認定簿の写し

（３）交通機関等と自動車等の併用により通勤している職員について報告する場

合

通勤手当報告書、通勤届の写し及び通勤手当認定簿の写し

２ 報告期限

関係教育事務所では、給与オンラインシステムに通勤手当データを入力する

ことにより給与に反映させており、入力の際に職員番号が必要となります。ま

た、給与システムへの入力期間は限られているため、所管する教育事務所が指

示する期限までに報告します。報告が遅れた場合、翌月の給与に反映されるこ

とになります。

【注意】

出張、休暇、欠勤その他の事由（休職、職専免等）により月の初日から

末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合、職員へ

の通勤手当の支給を停止することとなりますので、このような時も通勤手

当報告書により報告してください。

また、その後再び当該職員が通勤することとなった場合にも通勤手当報

告書による報告が必要となります。

なお、育児休業、無給休職中は手当の変更ができませんので、復職時に

報告してください。

※ 支給単位期間中に休職等の場合又は月の全日数通勤がない場合の払戻

日及び復職後の支給単位期間の開始時期については９５～９６ページを

参照してください。

Ⅶ 支給額の確認
職員及び事務担当職員は、支給開始月又は額の改定月に、給与支給明細書

により通勤手当が正しく支給されているか確認します。

異動時期である４月及び５月は特に気をつけて確認します。

※ 確認した結果、正しく支給されていない場合は速やかに所管する教育事務

所に連絡してください。
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Ⅷ 書類の保管

１ 書類の保管

校長は、通勤手当認定簿を常に整理しておくとともに、通勤届について整理

して保管しておきます。

支給要件の喪失及び異動・退職等で使用しなくなった通勤手当認定簿及び通

勤届の保存年限は５年です。

２ 書類の移管

移管の必要はありません。当該職員が転出先においても通勤手当が支給され

る職員たる要件を具備することとなった場合、新たな通勤手当認定簿を用いて

認定することになるためです。

ただし、事務担当職員は転出者の通勤手当認定簿へ、事由に応じて支給の終

了の事由発生月等の記載及び認印の押印をする必要があります。記載に当たっ

ては、63～68ページを参考にしてください。

なお、交通機関等を利用して通勤手当を受けている職員が、異動することに

より返納額が生じる場合、事務担当職員は支給終了の返納事由発生年月・払戻

金相当額等の記載及び押印をした通勤手当認定簿の写しに所属コード及び職員

番号を記載し、管轄する教育事務所へファクシミリにより報告してください。

教育事務所において返納の手続きを行うことになりますので、迅速な対応が必

要となります。また、事務担当職員は異動先の所属へ、当該職員の通勤手当に

返納が生じることをお知らせください。

【注意】

この場合の通勤手当の返納については、25ページ【通勤方法の変更や異動

等により定期券を払戻すこととなった場合の通勤手当の返納について】を参

照してください。
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Ⅸ 事後確認

１ 認定内容の確認

通勤手当の支給を受けている職員が、引き続き支給要件を具備しているかど

、 、 、 。うか また 手当の額が適正であるかどうか 事務担当職員が随時確認します

交通機関等を利用して通勤手当の支給を受けている職員については、定期券や

回数券等の提示を求め、引き続き交通機関等を利用していることを確認してく

ださい。

23ページの「通勤手当事後確認チェックシート」を参考にしてください。

確認の結果、職員が要件を欠くに至ったこと等が判明した場合には、直ちに

職員から支給要件の喪失等に係る届を提出させ、認定簿の作成から書類の保管

までの手続きを行うこととなります。

提示を求める書類確認事項 確認内容

引き続き支給要件を具備しているか
支給要件

確認します。 定期券・回数券等

（ ）通勤方法 交通手段や距離、経路、交通機関等 交通機関等利用者のみ

通勤経路 の料金に変更がないか確認します。

【注意】

冬季のみ交通機関等を利用している職員がいる場合等は、職員の通勤方法

の変更に注意する必要があります。
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２ 事後確認チェックシート

通 勤 手 当

事後確認チェックシート

NO〔スタート〕

通勤手当を受給している。 チェック終了

YES

徒歩により通勤するものとした場合、 NO

通勤距離が片道２㎞以上あり、かつ、 支給対象外

自動車等を使用・交通機関等を利用し

支給要件喪失の手続きが必要ですて通勤している。

、 、また 交通機関等を利用している場合

運賃等を負担している。

YES

交通手段や距離、経路、交通機関等の料金に変更や誤りがないか

《確認事項》

◇自動車等使用者……引き続き自動車等を使用しているか

交通手段を変更していないか

通勤経路及び通勤距離が変更となっていないか

（道路が新たに開通した場合、一般に利用しうる最短の経路の長さが変わる可能

性があるため、注意が必要です ）。

◇交通機関等利用者…引き続き同じ交通機関等を利用しているか

利用交通機関や交通手段を変更していないか

定期券の額や運賃が変更となっていないか

YES NO

支給対象 支給対象

手当の受給を継続 変更等に伴う通勤届の提出が必要です
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３ 支給額に誤りがあった場合

職員からの届出又は事後確認の結果、支給額に誤りがあった場合は、事

実確認をし認定後、速やかに所管する教育事務所に報告します。

【誤支給の事例】

・ 転居のため、徒歩により通勤するものとした場合、通勤距離が片道

２㎞未満となっていた。

（職員から届出がなされていない場合 「支給要件の喪失」としての通、

勤届の提出が必要です ）。

・ 現況確認により、交通手段を変更していたことがわかった。

（ 通勤方法の変更」としての通勤届の提出が必要です ）「 。

・ １箇月当たりの運賃等の相当額を誤って認定していたことがわかっ

。（ 、 。）た 通勤届の提出は不要ですが 通勤手当認定簿の修正が必要です

支給額に誤りがあった場合は、追給又は返納が生じます。追給又は返納

の事務処理は次のとおりです。

（１） 追給

① 給与が支給されている場合

→ 給与支給明細書で確認します。例月給与で追給

② 給与が支給されていない場合（育児休業中・無給休職中等）

個人口座に追給

（２） 返納

① 給与が支給されている場合

→ 給与支給明細書で確認します。例月給与で返納

② 給与が支給されていない場合（育児休業中・無給休職中等）

個人あてに送付される返納通知書により返納

。追給･返納の事務処理は本人や事務担当職員にとっても負担になります

毎年度少なくとも１回の事後確認は必ず実施しましょう！

※ 困ったことが起きたら所管する教育事務所にまず相談！
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通勤方法の変更や異動等により定期券を払戻すことと
なった場合の通勤手当の返納について

交通機関等利用により通勤手当を受給している職員が、通勤方法を変更等
又は異動することとなった場合や、病気休暇等となった場合、既に支給され
ている通勤手当の返納を要することがあります。

１ 返納が必要となる職員
次の全てに該当する職員です。

（１）交通機関等を利用している。
（２）定期券となっている交通機関等利用区間がある （定期券の額で通勤手。

当が支給されている ）。
（３）通勤手当の支給単位期間の途中で通勤方法の変更や異動等の事由が発

生し、定期券の払戻しにより払戻額が生じる場合。

２ 返納となる事由及び返納額算出方法
【事例１】一箇月当たりの運賃等の相当額等が55,000円以下の場合
●鉄道を利用しての通勤（ ）鮫駅～八戸駅〈八戸線利用〉

病気休暇等

通勤方法の変更等 異動

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

（ ）６か月定期券（34,210円） ６か月定期券 34,210円

６か月定期券の額で通勤手当を受給している職員について、支給単位期間（６か月）の途

中で返納事由（通勤方法の変更等又は異動又は病気休暇等）が発生しました。

① 通勤方法の変更等の場合、通勤手当の額が改定される月（４月）の前月（３月）の末

日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算することになります。

② 異動の場合、事実発生日が４月１日となり、前月（３月）の末日に定期券を払戻しし

たものとして返納額を計算することになります。

③ 病気休暇等で月の初日から末日まで全日数通勤しないこととなる場合、通勤しないこ

ととなる４月の前月（３月）の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算する

ことになります。

《返納額》

34,210円（購入金額）－7,130円（使用分金額（１ヶ月定期の価額 ）－220円（手数料））

＝ 26,860円

※ 使用分金額及び手数料は、関係交通機関等に照会する等して確認してください。
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●バスを利用しての通勤（ ）弘南バス利用

病気休暇等

通勤方法の変更等 異動

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

（ ）６か月定期券（52,160円） ６か月定期券 52,160円

６か月定期券の額で通勤手当を受給している職員について、支給単位期間（６か月）の途

中で返納事由（通勤方法の変更等又は異動又は病気休暇等）が発生しました。

① 通勤方法の変更等の場合、通勤手当の額が改定される月（４月）の前月（３月）の末

日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算することになります。

② 異動の場合、事実発生日が４月１日となり、前月（３月）の末日に定期券を払戻しし

たものとして返納額を計算することになります。

③ 病気休暇等で月の初日から末日まで全日数通勤しないこととなる場合、通勤しないこ

ととなる４月の前月（３月）の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算する

ことになります。

《返納額》

52,160円（購入金額）－14,260（使用分金額〈※1 ）－500円（払戻手数料）＝ 37,400円〉

※1 月の末日まで使用した際の金額

230円（片道運賃）×2（往復）×31日（3/1～3/31までの暦日数）＝14,260円

※2 使用分金額及び手数料は、関係交通機関等に照会する等して確認してください。

【事例２】一箇月当たりの運賃等の相当額等が55,000円を超える場合
●新幹線を利用しての通勤( )八戸駅～青森駅（東北新幹線、奥羽本線利用）

病気休暇等

通勤方法の変更等 異動

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

3か月定期券(215,510円) 3か月定期券(215,510円) 3か月定期券(215,510円)

手当額( 円) 手当額( 円) 手当額( 円)190,255 190,255 190,255

３か月定期券の額で通勤手当を受給している職員について、支給単位期間（３か月）

の途中で返納事由（通勤方法の変更等又は異動又は病気休暇等）が発生しました。

① 通勤方法の変更等の場合、通勤手当の額が改定される月（４月）の前月（３月）

の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算することになります。

② 異動の場合、事実発生日が４月１日となり、前月（３月）の末日に定期券を払戻

ししたものとして返納額を計算することになります。

③ 病気休暇等で月の初日から末日まで全日数通勤しないこととなる場合、通勤しな

いこととなる４月の前月（３月）の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を

計算することになります。

《返納額》次のうち、最も低額のもの

Ａ 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額×残月数

（ 円／ 月）× 月＝ 円190,255 3 2 126,836.666
Ｂ 払戻相当額

（使用分金額（１ヶ月定期の価額 ）－220円215,510 75,610円（購入金額）－ ）
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（手数料）＝139,680円

、 。※ 使用分金額及び手数料は 関係交通機関等に照会する等して確認してください

Ｃ 普通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る定期のうちその通用期間の始期が事由発

生月以後であるものの価額

75,610円（１ヶ月定期の価額）×2月（４～５月）＝151,220円

Ａが最も低額であるため、返納額は126,836円

【事例３】返納する必要なし

病気休暇等

通勤方法の変更等 異動

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

６か月定期券（57,450円） ６か月定期券（57,450円）

６か月定期券の額で通勤手当を受給している職員について、支給単位期間（６か月）

の最終月で返納事由（通勤方法の変更等）又は最終月直後に返納事由（異動又は病気休

暇等）が発生しました。

① 通勤方法の変更等の場合、通勤手当の額が改定される月（４月）の前月（３月）

の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を計算することとなりますが、定期

券の有効期限終了と同時に通勤手当の額の改定となるため、返納する必要はありま

せん。

② 異動の場合、事実発生日が４月１日となり、前月（３月）の末日に定期券を払戻

ししたものとして返納額を計算することとなりますが、定期券の有効期限終了と同

時に新たに通勤手当の認定を受けることとなる（支給要件を満たしている場合 ）た。

め、返納する必要はありません。

③ 病気休暇等で月の初日から末日まで全日数通勤しないこととなる場合、通勤しな

いこととなる４月の前月（３月）の末日に定期券を払戻ししたものとして返納額を

計算することになりますが、定期券の有効期限が終了しているため、返納する必要

はありません。

３ 通勤手当認定簿への記載
事務担当職員は、通勤手当認定簿の「返納事由」欄等に必要事項をチェ

ック及び記入し 「取扱者認印」欄に押印します。、
なお、記載については65～68ページの記入例を参照してください。

４ 返納方法
（１）例月給与からの差引き

返納額が小さい（給与の差引支給額の概ね４分の１以下）場合は、例
月給与から差引かれる形で返納することになります。

（２）返納通知書による払込み
返納額が大きい（給与の差引支給額の概ね４分の１超）場合、通勤手
当を受給していた職員へ返納通知書を発行しますので、当該職員が金融
機関において払込みし、返納することになります。
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出

（任命権者） 勤務公署名

殿 所 在 地

職 氏 名

住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

３□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

- 28 -



別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円自家用車 学 校 １０４ ５. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

３□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分４ ５ １０．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

新規：自動車使用

異動等による新規の場合、□にレ印を付す
採用等による新規の場合は不要

新たに通勤手当を受けることとなった場合（異動等により当該
届を提出することとなった場合を含む）、□にレ印を付す

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 青森駅 １００ ５. ㎞

ＪＲ奥羽線 青森駅 浪岡駅 ３０ ＠４１０円２□ から（ 経由） まで 分 円２２ ４. ㎞ 定期券(6箇月) ５９，０９０

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 浪岡駅 学 校 ２０１ ５. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分２４ ４ ６０．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

待ち時間を含む
必要に応じて適宜記入

新規：鉄道利用

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 １０青森駅 ０ ５. ㎞

うち特別料金97,860円２□ から（ 経由） まで 分 円ＪＲ奥羽線 青森駅 １０新青森駅 ３ ９. ㎞ 定期券(3箇月) ２１５，５１０

３□ から（ 経由） まで 分 円東北新幹線 八戸駅 ３５ (ＦＲＥＸ)新青森駅 ８１ ８. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 八戸駅 学 校 １００ ８. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分８７ ０ ６５．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分徒 歩 青 森 駅 １００ ５. ㎞

２ から（ 経由） まで 分青い森鉄道 青 森 駅 八 戸 駅 ８０９６ ０. ㎞

３ から（ 経由） まで 分徒 歩 八 戸 駅 学 校 １００ ８. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分９７. ３ １００

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

新幹線等を利用する場合、必ず記載すること

新規：新幹線利用

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 ○○前 １００ ５. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円弘南バス ○○前 □□前 ０ ３，５００５ ０. ㎞ ２ 11枚綴回数券

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 □□前 学 校 ５０ ３. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分５ ８ ３５．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

新規：バス利用（回数乗車券）

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 ○○前 １００ ５. ㎞

青森市営ﾊﾞｽ ○○前 □□前 ２０ ＩＣカード 運賃３５０円２□ から（ 経由） まで 分 円５ ０. ㎞

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 □□前 学 校 ５０ ３. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分５．８ ３５

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

異動直前の通勤経路と同じ区間（乗車駅（バス停）及
び降車駅（バス停）が同一）があれば□にレ印を付す

新規：バス利用（ＩＣカード）

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 ○○前 １００ ５. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円八戸市営ﾊﾞｽ ○○前 □□前 １５ ２，５００３ ３. ㎞ 11枚綴回数券

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 □□前 八戸駅 ２０ １. ㎞

ＪＲ八戸線 八戸駅 鮫 駅 ２５ ＠２４０円４□ から（ 経由） まで 分 円１１ ８. ㎞ 定期券(6箇月) ３４，２１０

５□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 鮫 駅 学 校 １０１ ０. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分１６ ７ ６２．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

新規：鉄道とバス利用

○○小学校

29年4月3日

収受
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ４ ３

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ４ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円自家用車 川部駅 １０２ ５. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円ＪＲ奥羽線 川部駅 弘前駅 ２０６ ３. ㎞ 定期券(6箇月) ２８，０００

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 弘前駅 学 校 ５０ ３. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分９ １ ３５．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

新規：自動車と鉄道の併用

○○小学校

29年4月3日

収受

- 35 -



別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ６ １

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ６ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円自 転 車 学 校 ２０２ ５. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

３□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分２ ５ ２０．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

転居で住所に変更があったことにより、通勤経路
等の変更があった場合、□にレ印を付す

変更：自転車使用

○○小学校

29年 月 日

収受

6 1
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ６ １

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ６ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 大湊駅 １００ ５. ㎞

ＪＲ大湊線 大湊駅 近川駅 ２０ ＠３２０円２□ から（ 経由） まで 分 円１５ ７. ㎞ 定期券(6箇月) ４６，６６０

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 近川駅 学 校 １５１ ０. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分１７ ２ ４５．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

バイパス開通等による通勤経路の変更や、都合による方法の
変更（例：自転車→ＪＲ）があった場合、□にレ印を付す

変更：鉄道利用

○○小学校

29年 月 日

収受

6 1
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ６ １

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ６ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 八戸駅 １５１ ０. ㎞

八戸市営ﾊﾞｽ 八戸駅 □□前 ３０ ＠３００円２□ から（ 経由） まで 分 円１０ ０. ㎞ 定期券(6箇月) ６８，０４０

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 □□前 学 校 ２０ １. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分１１ １ ４７．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

運賃改正等により、職員が負担する運賃等に
変更があった場合、□にレ印を付す

変更：バス利用

○○小学校

29年 月 日

収受

6 1
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ６ １

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ６ １

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円徒 歩 ○○前 ５０ ３. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円八戸市営ﾊﾞｽ ○○前 □□前 １５ ２，０００２ ５. ㎞ 11枚綴回数券

３□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 □□前 八戸 ２駅 ０ １. ㎞

ＪＲ八戸線 八戸駅 鮫 駅 ２５ ＠２４０円４□ から（ 経由） まで 分 円１１ ８. ㎞ 定期券(6箇月) ３４，２１０

５□ から（ 経由） まで 分 円徒 歩 鮫 駅 学 校 １０１ ０. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分１５．７ ５７

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

変更：鉄道とバス利用

○○小学校

29年 月 日

収受

6 1
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別紙第１
通 勤 届

年 月 日提出２９ ６ ６

○○市立◇◇小学校（任命権者） 勤務公署名

青森県教育委員会 ○○市大字□□字△△１－１殿 所 在 地

教 諭 青 森 太 郎職 氏 名

○○市▽▽一丁目２－３住 居

人事委員会規則７－４４（通勤手当）第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

届出の理由 □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□１ 新 規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合） （該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。）
□２ 住居の変更
□３ 通勤経路又は方法の変更
□４ 運賃等の負担額の変更
□５ その他（ ）住居変更による支給要件の喪失（通勤距離2㎞未満）

届出の理由が生じた日 年 月 日２９ ６ ６

通 勤 方 法 所 要 乗 車 券 等 左 欄 の
順路 区 間 距 離 乗 車 券 備 考

の 別 時 間 の 種 類 等 の 額

１□ 住 居から（ 経由） まで 分 円. ㎞

２□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

３□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

４□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

５□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

６□ から（ 経由） まで 分 円. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分．

記入上の注意
１ 「届出の理由」欄中「３ 通勤経路又は方法の変更」には勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含み、
「４ 運賃等の負担額の変更」には勤務態様の変更（交替制勤務から普通勤務への変更等）による負担額の変更を含む。

２ 「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。
３ 「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）を記入する。
４ 「左欄の乗車券等の額」には、通勤に使用する乗車券等（定期券（○箇月）、○枚綴回数券、優待乗車券等の別）の額を記入
する。

５ 往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
６ 通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。

【条例第１０条第４項の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）】

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

１ 住 居から（ 経由） まで 分. ㎞

２ から（ 経由） まで 分. ㎞

３ から（ 経由） まで 分. ㎞

４ から（ 経由） まで 分. ㎞

５ から（ 経由） まで 分. ㎞

６ から（ 経由） まで 分. ㎞

総 通 勤 距 離 ㎞ 総 所 要 時 間 分.

記入上の注意

「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別を記入する。

以下、記入不要

支給要件の喪失

○○小学校

29年 月 日

収受

6 6
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（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
 
 

月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
×

［
 

 
 
箇

月
］

＝
 

 
 

 
 
円
 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合
に
お
け
る
「
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

□
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
「
橋
等
の
認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
改 正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
3
,
7
00

円
 

 
 
2
9年

 
 4

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 

  
4.
5
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の

相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
 
 

月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
×

［
 

 
 
箇

月
］

＝
 

 
 

 
 
円
 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

自
動

車
使
用
 

南 部 

キ
ロ
数
を
記
入

 

キ
ロ

数
に

応
じ

た
通

勤
手
当
の
額
を
記
入

 
支
給
の
始
期
を
記
入
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

３
，
７

０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０

０円
 

３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３
，
７
０
０円

 
３

，
７

０
０円

 
３

，
７

０
０円

 
２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「
橋
等

の
認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

 
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給

要
件

該
当
の
た

め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

 

四
輪
自
動

車
使

用
の

た
め
、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
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別
紙
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２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 
み

ち
の
く

有
料
道
路

 
 

共
通
 

回
数

券
 

8
5
0×

8
,0
0
0/

1
0
,
00
0×

2×
2
1
=
28
,
56
0 

 
2
8
,
56

0円
 

円
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 箇
月

）
 

2
8
,
56

0円
 

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１
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６
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８

 
９

 
1
0
 
1
1
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円
 

円
 

（
 

 箇
月
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円
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月
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月
ま
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２
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６
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９
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２
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月
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月
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２
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９

 
1
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円
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月
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月
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ら
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月
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１
 
２
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６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 

 
 

 

 
 

円
 

円
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 箇
月
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円
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月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
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１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
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円
 

円
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月
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円
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月
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ら
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月
ま
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１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
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４
 

 
 

 

 
 

円
 

円
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 箇
月

）
 

円
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月
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ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
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円
 

円
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 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
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ら
 

年
 
 

月
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２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

2
8
,
5
6
0円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
3
7
,
00

0円
 

2
9年

 
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
65

.
0㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

6
5
,
56

0円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
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0
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C 

5
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2
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円
 

2
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ら
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５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
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1
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（

55
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円
＋
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,
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0×

［
 

1
2
 
箇

月
］

＝
 

 
7
23
,3

6
0
 円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

自
動

車
使
用
（

み
ち

の
く
有
料
道

路
利
用
）
 

南 部 南 部 

キ
ロ
数
を
記
入

 

キ
ロ

数
に

応
じ

た
通

勤
手
当
の
額
を
記
入

 

支
給
の
始
期
を
記
入

 

※
軽

自
動
車
の
場
合
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0×
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＝
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南 部 
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定
期
券
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券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
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 箇
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か
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６
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９

 
1
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８
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1
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1
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３
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決
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額
 

６
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６
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６
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２８

０円
 

６
０
，
２８

０円
 

６
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６
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２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

  
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給

要
件

該
当
の
た

め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

 

四
輪
自
動

車
使

用
の

た
め
、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
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別
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第
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通
勤
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当
認

定
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所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
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す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
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箇
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当
た
り
の
通
勤
所
要
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数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
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理
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月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９
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４
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３
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算
出
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な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
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線

鉄
道

等
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期
券
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数
券
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他
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別
 

運
賃

等
の

額
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出
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当
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特
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金
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当
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た
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賃
等
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当
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通

交
通

機
関
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又
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線
鉄

道
等
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扱
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認
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給
月

に
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印
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す
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月
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場
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は
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可

）
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関
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又
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又
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６
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月
  
 日

改
正
 

円
 

年
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 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
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条
例
第
１
０
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第
２
項
第
２
号
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額
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四
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動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
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改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
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併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
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,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は
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0
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９
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箇

月
］
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円
 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

鉄
道
利

用
 

距
離
に
よ

り
運

賃
等
相
当
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

距
離

を
記

入
（

そ
れ

以
外

は
、
記
入
不
要
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期
券
の
場
合
は
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端
数
が
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
記
入
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給
月
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○
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給
の
始

期
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可
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９
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２
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入
れ
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交
通
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入
れ
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箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 7
1
,
83

6
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6円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
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額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
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）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
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併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

8
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4
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2
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１

 
２

 
３
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５
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８

 
９
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1
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（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
63
,
41

8
.3
3
 ×

［
 
3
 
箇

月
］

≒
 
1
9
0,
2
5
5 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

新
幹

線
利
用
 

南 部 
距
離
に
よ
り
運
賃
等
相
当
額

が
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は

、
距
離
を
記
入

（
そ
れ
以
外
は
、
記
入
不
要
）

 

63
,4

18
.3

3…
円

 
→

(6
3,

41
8
円
と

1/
3
円

)×
3
ヶ
月

 
＝

19
0,

25
4
円
＋

1
円

 
＝

19
0,

25
5
円
 

 

定
期
券
の
場
合
は
、
端
数
が
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
記
入

 
支
給
月
に
○

 

支
給
の
始

期
を
記
入

 

南 部 

支
給
の
始
期
を
記
入

 
支
給
月
に
○
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

１
９

０,
２５

５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
☑
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

 
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給

要
件

該
当
の
た

め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

 

交
通
機
関

等
利

用
の

た
め
、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

 

新
幹

線
鉄

道
等

利
用
の
た

め
、

こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

弘
南
バ
ス

 

○
○
前

 
停

留
所

 
～
 

□
□
前

 
停

留
所

 

1
1
枚
綴

回
数

券
 

3
,
5
00
/
11
×

2
×

1
2 

=
1
3
,3
6
3.
6
3 

 
 
 
 
 
㎞
 

1
3
,
36

3円
 

 
 円

 
（
 

箇
月

）
 

1
3
,
36

3円
  

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改 正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

1
3
,
36

3円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

バ
ス
利

用
（
回

数
乗

車
券
）
 

回
数

乗
車

券
等

の
場

合
は
算
出

式
を
記
入
（
端
数
処
理
し
な
い
） 

回
数
乗
車
券
等
の
場
合
は
、
こ
こ
で
端
数
を
切
捨
て

 
た

だ
し

、
他

に
回
数

券
の

運
賃

等
相

当
額

が
あ
る

場

合
、
合
算
し
て
切
捨
て

 

毎
月
支
給
の
場
合
は
、
○
印
省
略
可

 

支
給
の
始

期
を
記
入

 

南 部 
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３
，
３６

３円
 

１
３
，
３６

３円
 

１
３
，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３

，
３６

３円
 

１
３
，
３６

３円
 

１
３
，
３６

３円
 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

 
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

交
通
機
関

等
利

用
の

た
め

、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

青
森
市
営
 

バ
ス

 

○
○
前

 
停

留
所

 
～
 

□
□
前

 
停

留
所

 

Ｉ
Ｃ
 

カ
ー

ド
 

運
賃
２
６
０
円
 

 
 
 
 
 
㎞
 

1
0
,
03

1円
 

 
 円

 
（
 

箇
月

）
 

1
0
,
03

1円
  

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改 正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

1
0
,
03
1円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

バ
ス
利

用
（
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド
）
 

１
回

当
た

り
の

片
道

の
運

賃
を

記
入
す
る
。

 
１

か
月

あ
た

り
平
均

通
勤

所
要

回
数

２
１

回
の
場

合

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

カ
ー

ド
の

運
賃

相
当

額
を

記
入

す

る
。

 

毎
月
支
給
の
場
合
は
、
○
印
省
略
可

 

支
給
の
始
期
を
記
入

 

南 部 
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０
，
０３

１円
 

１
０
，
０３

１円
 

１
０
，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０

，
０３

１円
 

１
０
，
０３

１円
 

１
０
，
０３

１円
 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

  
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。 

交
通

機
関
等
利

用
の

た
め

、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

八
戸
市
営
 

バ
ス

 

○
○
前

 
停

留
所

 
～
 

□
□
前

 
停

留
所

 

1
1
枚
綴

回
数

券
 

2
,
5
00
/
11
×

2
1
=
9,
5
45
.
45
 

 
 
 
 
 
㎞
 

9
,
5
45

円
 

 
 円

 
（
 

箇
月

）
 

9
,
5
45

円
  

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
改 正

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

J
R 

八
戸
線

 

八
戸

駅
 

～
 

鮫
駅

 
定

期
券

 
 

1
1
.
8㎞

 
円
 

3
4
,
21

0円
 

（
6箇

月
）
 

5
,
7
01

.
66

円
 

2
9年

 
 
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 1
5
,
24

6
.6
6円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

鉄
道
と

バ
ス
利

用
 

回
数

乗
車

券
等

の
場

合
は
算
出
式
を

記
入

（
端

数
処

理
し

な
い

）
 

回
数

乗
車

券
等
の
場

合
は

、
こ

こ
で
端
数
を
切
捨
て

 
た

だ
し
、
他
に

回
数

券
の

運
賃

等
相
当
額
が

あ
る
場
合
、
合
算
し
て

切
捨
て

 
毎
月
支
給
の
場
合
は
、
○
印
省
略
可

 
支
給
の
始
期
を
記
入

 

南 部 南 部 

距
離
に
よ
り
運
賃
等
相
当
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合

は
、
距

離
を
記
入

 

１
～
４
の

合
計
額
を
記
入
（

55
,0

00
円
（
又
は

70
,0

00
円
）
を
超
え
る
か
否
か

を
チ
ェ
ッ

ク
）
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

４
３

，
７５

５円
 

９
，
５

４５
円 

９
，
５

４５
円 

９
，
５

４５
円 

９
，

５
４５

円 
９

，
５

４５
円 

４
３

，
７５

５円
 

９
，

５
４５

円 
９

，
５
４５

円 
９

，
５
４５

円 
９
，

５
４５

円 
９
，
５

４５
円 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

   
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

交
通

機
関

等
利

用
の

た
め

、
こ

こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

J
R 

奥
羽
線

 

川
部

駅
 

～
 

弘
前
駅

 
定

期
券

 

 
 
 
 
6.

3㎞
 

円
 

2
8
,
00

0
 円

 
（
6箇

月
）
 

4
,
6
66
.
66
 円

 
2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
改 正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 
 

㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
 

  
月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 
4
,
6
66
.
66

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
2
,
0
00

円
 

2
9年

 
 
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 

2
.5

㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 ☑
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 
6
,
6
66
.
66

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

自
動

車
と
鉄

道
の
併

用
 

毎
月
支
給
の
場
合
は
、
○
印
省
略
可

 
支
給
の
始
期
を
記
入

 

南 部 

距
離
に
よ

り
運

賃
等
相
当
額
が

決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
距
離
を
記
入

 
（

そ
れ
以

外
は
、
記

入
不

要
）

 

定
期
券
の
場
合
は
、
端
数
が
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
記
入

 

支
給
の
始
期
を
記
入

 

キ
ロ
数
を
記
入

 

キ
ロ
数
に
応
じ
た
自
動
車
等
の
月
額
を
記
入

 

併
用

者
か

つ
自

動
車
等
で

の
通

勤
距
離
が

2
㎞
以
上

の
た
め
、

こ
こ

に
チ

ェ
ッ

ク
を

入
れ
る

 

55
,0

00
円
（
又
は

70
,0

00
円
）
を
超
え
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク

 

南 部 
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

３
０

，
００

０円
 

２
，
０
００

円 
２
，
０
００

円 
２
，

０
００

円 
２

，
０

００
円 

２
，

０
００

円 
３

０
，

００
０円
 

２
，

０
００

円 
２

，
０

００
円 

２
，
０

００
円 

２
，

０
００

円 
２
，
０
００

円 
２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

☑
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

      
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

交
通

機
関

等
及

び
自

動
車

等
併
用
の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

自
動

車
等
で
の
認
定

距
離
が

2
㎞
以
上
の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
改 正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 
 

㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
 

  
月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
2
,
0
00

円
 

2
9年

 
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
2.

5
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

自
転

車
使
用
 

支
給
の
始
期
を
記
入

 
キ

ロ
数
を
記
入

 
キ
ロ
数
に
応
じ
た
自
動
車
等
の
月
額
を

記
入

 

南 部 

- 59 -



 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

2，
０
０
０円
 

２
，
０
００

円 
２
，
０
００

円 
２
，
０
００

円 
２

，
０

００
円 

２
，

０
００

円 
2，

０
０

０円
 

２
，

０
００

円 
２

，
０

００
円 

２
，

０
００

円 
２
，
０
００

円 
２
，
０
００

円 
２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

  
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

四
輪
自
動

車
以

外
使

用
の

た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

弘
南
バ
ス

 

○
○

前
 

停
留

所
 

～
 

□
□
前

 
停

留
所

 

1
1
枚
綴

回
数

券
 

5
,
20
0/
11
×

21
＝

9,
92
7.
27
 

 
 
 
 
 
㎞
 

1
4
,
50

9円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

1
4
,
50

9円
 

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

往
路
バ
ス
利
用
 

改 正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

J
R 

五
能
線

 

陸
奥

 
森

田
駅
 

～
 

鰺
ヶ
沢

駅
 

1
1
枚
綴

回
数

券
 

2
,
40
0/
11
×

21
＝

4,
58
1,
81
 

㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
 

  
月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 復
路

JR
利
用
 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

1
4
,
50

9円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
  
  
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

往
路
バ

ス
利

用
、
復

路
鉄

道
利

用
 

55
,0

00
円
（
又
は

70
,0

00
円
）
を
超
え
る
か
否
か
を
チ
ェ
ッ
ク

 

往
路

（
復

路
）
の
み
利
用
の
た

め
×
２
し
な
い

 
回

数
乗
車

券
等

の
場

合
は

算
出
式
を
記

入
（
端

数
処

理
は
し
な

い
）

 

１
～
４
の
合
計
額
を
記
入

 

南 部 

他
に

回
数

券
の

運
賃

等
相

当
額

が
あ

る

た
め
、
合
算
し
て
端
数
切
捨
て

 

支
給
の
始
期
を
記
入

 
毎
月
支
給
の
場
合
は
、
○
印
省
略

必
要
に
応
じ
て
記
入
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４
，
５０

９円
 

１
４
，
５０

９円
 

１
４
，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４

，
５０

９円
 

１
４
，

５０
９円
 

１
４
，
５０

９円
 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

     
 

津 軽 

認
定

し
た

通
勤
手
当
の
額
（
合
計
額
）
を
、
各
支
給
月
の
欄
に
記
入

 

通
勤

手
当
支
給
要
件
該
当

の
た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。

 

交
通

機
関
等
使

用
の

た
め
、
こ
こ
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
。
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
  

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
改 正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 
 

㎞
 

円
 

円
 

（
 
箇

月
）
 

円
 

年
 

  
月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

  
 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

 年
 
  
 月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
  
  
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
3
,
7
00

円
 

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

異
動
に

よ
り
 

3
0
年
３

月
ま

で
支

給
終

了
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 

 4
.
5㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

異
動

や
支
給

要
件
の

喪
失
：
自

動
車
使
用
 

支
給

単
位

期
間

が
１

か
月

の
た

め
支

給
の
終
期
を
記
入
す
る
必
要
な
し

 

南 部 

事
由
に
応
じ
て
記
入
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

３
，

７
００

円 
３
，
７
００

円 
３
，
７
００

円 
３
，
７
００

円 
３

，
７

００
円 

３
，

７
００

円 
３

，
７

００
円 

３
，

７
００

円 
３

，
７

００
円 

３
，

７
００

円 
３
，

７
００

円 
３
，
７
００

円 
２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

手
当
額
の
決
定

 
□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

     
 

津 軽 
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

八
戸
市
営
 

バ
ス

 

○
○
前

 
停

留
所

 
～
 

□
□
前

 
停

留
所

 

1
1
枚
綴

回
数

券
 

2
,
50
0/
11
×

21
 

=
9
,5
45
.4
5 

 
 
 
 
 
㎞
 

9
,
5
45

円
 

 
 円

 
（
 

箇
月

）
 

9
,
5
45

円
  

2
9年

  
4月

か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

異
動
に
よ
り
 

3
0年

３
月
ま
で
 

支
給
終
了
 

改 正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

J
R 

八
戸
線

 

八
戸

駅
 

～
 

鮫
駅

 
定

期
券

 
 

1
1
.
8㎞

 
円
 

3
4
,
21

0円
 

（
6箇

月
）
 

5
,
7
01

.
66

円
 

2
9年

 
 
4月

か
ら
 

3
0年

 
 
3月

ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 異
動
に
よ
る
 

 
改

 
正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 
 

 
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 1
5
,
24

6
.6
6円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

円
 

年
  

  
月
か
ら
  

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 ×

［
 
 
 
箇

月
］

≒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

返
納
を

伴
う

変
更
等
：
鉄
道
と

バ
ス
利
用
 

支
給

単
位

期
間
が

複
数

月
の
も

の
に

つ

い
て
は
、
事
由
発
生
月
を
記
入

 
支

給
単

位
期

間
が

１
か

月
の
も

の
に

つ

い
て
は
、
空
欄
の
ま
ま
で
よ
い

 

南 部 南 部 

異
動

の
時

期
が

支
給

単
位

期
間

の
中

途
で

あ
る

か
否
か
を
「
支
給
月

」
欄
の
記
載
に
よ
り
確
認

 
（
中
途
の

場
合
は
、
返
納
事
由
の
発
生

に
注
意
）

 

事
由
に
応
じ
て
記
入
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

９
，

５
４５

円 
９
，
５
４５

円 
４
３
，
７５

５円
 

９
，
５
４５

円 
９

，
５

４５
円 

９
，

５
４５

円 
９

，
５

４５
円 

９
，

５
４５

円 
４

３
，

７５
５円
 

９
，

５
４５

円 
９
，
５
４５

円 
９
，
５
４５

円 
２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

☑
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 

平
3
0.
3 

J
R
八
戸
線

 
3
4
,
21
0
-2

7
,4
4
0-

2
20
=
6,
5
50

 
6
,
5
50

円
 

 

差
引

 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
□
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

    
 

津 軽 

離
職
、
死
亡
に
よ
る
場
合
は
「
第
１
号
」
に
、

 
通
勤
経
路
・
方
法
の
変
更
等
（
異
動
を
含
む
）
に
よ
る
場
合
は
「
第
２
号
」

に
、
月
の
中
途
か
ら
の
休
職
等
に
よ
る
場
合
は
「
第
３
号
」
に
、

 
出
張
、
休
暇

、
欠
勤
等
に
よ
る
場
合
は
「
第
４
号
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

 

事
由
発
生
年
月
を
記

入
 

南 部 

交
通
機
関
等
ご
と
に
算
定
式
を
記
入

 
（
返
納
額
が
０
円
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）

 

返
納
方
法
を
記
入

 
（
「
返
納
通
知
書
」
又
は
「
差
引
」
） 
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別
紙
第
２
 

通
勤

手
当
認

定
簿

 

 
氏
名
 
青
 
森
 
太
 
郎

 
 
所
属
 
〇
〇
市
立
◇
◇
小
学
校

 
事

実
発

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
１

日
 

□
 
回

数
券

等
を

使
用

し
て

利
用

す
る

交
通

機
関

等
が

あ
る

交
替

制
勤

務
に

従
事

す
る

職
員

等
 

 
 
算
出
式
 

提
出

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

平
均
１
箇

月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
回
 

受
理

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
２
９

年
 
 
４

月
 
 
３

日
 

 
 順
 

 路
 

 

算
出

の
基

礎
と

な
る

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
 

定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎
 

運
賃

等
相

当
額
 

(
特

別
料

金
等

相
当

額
を

含
む

。
) 

１
箇

月
当

た
り

の
運

賃
等

の
相

当
額
 

普
通

交
通

機
関

等
 

又
は

新
幹

線
鉄

道
等

 
の

認
定

期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

普
通

交
通

機
関

等
又

は
新

幹
線

鉄
道

等
の

名
称
 
利
用
区
間
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

普
 

通
 

交
 

通
 

機
 

関
 

等
 

又
 

は
 

新
 

幹
 

線
 

鉄
 

道
 

等
 

利
 

用
 

者
 

１
 

東
北
新
幹

線
・
Ｊ
Ｒ

 
奥

羽
本
線

 

青
森
駅

 
～
 

八
戸
駅

 

定
期

券
(
F
R
EX
) 

  
 
 
 
85

.
7㎞

 
円
 

2
1
5
,5
1
0 

円
 

（
3箇

月
）
 

7
1
,
83

6
.6

6円
  

2
9年

 
  
4月

か
ら
 

2
9年

 
1
0月

ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

通
勤

方
法

の
変

更
に

よ
る

 
改 正

 
 

 
円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

２
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

３
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

４
 

 
 

 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

改
 

正
 

 
 

円
 

円
 

（
 

 箇
月

）
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
 

a
 7
1
,
83

6
.6
6円

 
年

  
月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

 月
  
 日

改
正
 

円
 

自
 

動
 

車
 

等
 

使
 

用
 

者
 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 
 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
イ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
以

外
 
 
使
用
距
離
 

  
 ．

 ㎞
）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

 
円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 

 
 

 

条
例
第
１
０
条
第
２
項
第
２
号
ロ
の
額
 
（
四
輪
自
動
車
 

 
 
 
使
用
距
離
 
 
 
 
 ㎞

）
 

 
改
 

正
 

円
 

年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

 

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新
幹

線
鉄
道

等
と

自
動

車
等
の

併
用
者
 

 
規
則
第

８
条
の
４

 □
第
１
号
 □

第
２
号

 □
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額
 
b
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

年
  

月
  
 日

改
正
 

円
 

１
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
の
合
計
額
又
は
１
箇

月
当
た
り

の
運
賃
等
の
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計

額
が

55
,0
00
円
（
規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
に

あ
っ
て
は

、
70
,0
00
円
）
を
超
え
る
と
き

 

（
a又

は
b）

－
55
,0
00
円
（

規
則
第
９
条
の
２
に
規
定
す
る
職

員
に
あ
っ
て
は
、
70
,0
00
円
。
以
下
同
じ
）
の

2分
の
１
の
額
 

（
20
,0
00
円
を
超
え
る
と
き
は

20
,0
0
0円

）
 

C 

8
,
4
18

.
33

円
 

2
9年

 
  
 
4月

か
ら
  

2
9年

 
 
10

月
ま
で
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

 
７

 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

通
勤

方
法

の
変

更
に

よ
る

 
（

55
,0
00
円
＋

c）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6
3
,4

1
8.

33
 ×

［
 
3
 
箇

月
］

≒
 
1
9
0,
2
5
5
 円

 

 
※

運
賃

等
の

額
に
改

定
が
あ

っ
た
場
合

に
お

け
る
「

普
通
交

通
機
関

等
又
は
新

幹
線

鉄
道

等
の
認

定
期
間

」
の
「
 
 
年

 
月
ま

で
」
は

、
改

定
が
あ

っ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

返
納

を
伴
う

変
更
等
：
新

幹
線
利

用
 

南 部 

支
給

単
位

期
間

が
複

数
月

の
も

の
に

つ
い
て
は

、
事
由

発
生
月

を
記

入
 

異
動

の
時

期
が

支
給

単
位

期
間

の
中

途
で

あ
る

か
否
か
を

「
支
給

月
」

欄
の
記

載
に

よ
り

確
認

 
（

中
途
の

場
合
は

、
返

納
事

由
の

発
生

注
意
）

 
事

由
に

応
じ

て
記

入
 

南 部 

支
給

単
位

期
間

が
複

数
月

の
も

の
に

つ
い
て
は

、
事
由

発
生

月
を
記

入
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定
期
券
 

回
数
券
 

そ
の
他
 

の
 
別
 

特
別

運
賃

等
の

額
の

算
出

基
礎

 
特

別
運

賃
等

相
当

額
 

 
橋
等
の
認
定
期
間
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

支
給

月
 

（
支

給
月

に
○

印
を

付
す

）
 

（
毎

月
の

場
合

は
省

略
可

）
 

備
 
考
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

回
数

券
 

そ
の

他
 

定
期

券
 

条
例
第

10
条
第
５
項
適
用
職
員
の
特
別

運
賃
等
の

額
 

 
 

 
円
 

 
円
 

（
 

 箇
月

）
 

 
年
 
 

月
か
ら
 

年
 
 

月
ま
で
 
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 
1
1
 
1
2 

 

 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0月

 
1
1月

 
1
2月

 
１
月
 

２
月
 

３
月
 

任
命

権
者

の
確

認
・
 

決
定

（
改

定
）

欄
 

 
備

考
 

 

支
給

額
 

１
９

０,
２５

５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

１
９
０,

２５
５円
 

０
円 

０
円 

２
９
年
 
４
月
 
３
日
 

職
 
校
長
 
氏
名

 津
軽
 
花
子
 印

 
 

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

  

年
 

 月
  

日
改
正
 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

円 
円 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

職
 
 
 
氏
名

  
 

  
  
 

  
印
 

 

決
 

定
 

事
 

項
 

条
例
第

10
条
第
１
項
 
該
当
・
非
該
当
 

☑
該
当

 
（
□
規
則
第

５
条
）
 

□
非
該
当

 
 
 理

由
 

 

 
返
納
事
由
 

規
則
第

20
条
の
２
第
１
項
 

返
納

事
由
 

発
生

年
月
 

返
納

対
象

普
通
交

通
機

関
等
 

（
新

幹
線

鉄
道
等

、
橋

等
）
 

払
戻
金
相
当
額
（
規
則
第

20
条
の
２

第
３
項
の
額
）
の
算
出
基
礎
 

払
戻
金
相
当
額
 

（
規

則
第

2
0
条

の
２

第

３
項

の
額

）
 

取
扱
者
 

認
 
印
 

備
 
考
 

１
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

☑
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
平

2
9.

1
0 

J
R
奥
羽
本

線
 

東
北
新
幹

線
 

・
(1
90
,
25
5
/3
)×

2
=1
2
6,
8
36
.
66
6円

 

・
21

5,
5
10
-
75
,
61
0
-2
2
0=
1
39
,
68
0円

 

・
75

,6
1
0×

2=
1
51
,
22
0円

 

返
納
額

（
最
低

額
）
12
6
,8
3
6円

 

1
2
6
,8
3
6円

 

 

返
納
通
知
書
 

手
当
額
の
決
定

 
☑
条
例
第

10
条
第
２
項

第
１
号
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
イ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
２
号
ロ
 

 
 □

規
則
第
８
条
の
３
（
通
勤
所
要
回
数
 
 
回
）
 

□
条
例
第

10
条
第
２
項

第
３
号
 
 
 

 
規
則
第
８
条
の
４

  
  
  
 

 
 

□
第
１
号
 
□
第

２
号
 
□
第
３
号
 

条
例
第

10
条
 
☑
第
４

項
  
□
第
５
項
 

２
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 

 
 

 
円
 
 

 

３
 

□
 第

１
号
 
□
 第

３
号
 

□
 第

２
号
 
□
 第

４
号
 
 

 
 

円
 
 

 

１
箇

月
当
た

り
の
運

賃
等
の

相
当
額

の
合

計
額

が
55
,0
0
0円

（
規
則

第
９
条

の
２

に
規

定
す
る

職
員
に

あ
っ
て

は
、
70
,0
0
0円

）
を
超

え
て
い

た
場
合
 

規
則

第
20
条

の
２
第

２
項
第

２
号
の

月
数

と
人

事
委

員
会
の

定
め
る

額
（
算

出
基

礎
）
 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

月
 
（

算
出

基
礎

）
 

 
円
 
 

 

 
※

 
特

別
運
賃

等
の
額

に
改
定
が

あ
っ
た

場
合
に
お

け
る
「

橋
等
の

認
定
期
間

」
の

「
 

 
年
 

月
ま
で

」
は
、

改
定

が
あ

っ
た

月
（
定

期
券
の

通
用
期

間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
 

 

津 軽 

離
職

、
死

亡
に
よ

る
場
合

は
「

第
１
号
」

に
、

 
通

勤
経
路

・
方
法

の
変
更

等
（
異

動
を

含
む

）
に

よ
る

場
合
は
「

第
２
号

」

に
、
月
の

中
途
か

ら
の
休

職
等
に

よ
る
場

合
は
「

第
３
号

」
に

、
 

出
張
、
休

暇
、
欠

勤
等
に

よ
る

場
合

は
「

第
４
号

」
に
チ

ェ
ッ
ク

を
入

れ
る

 

算
定
式
を
記
入
（
返
納
額
が
０
円
と
な
る
場
合
も
含
む
。
）
 

※
本
計
算
に
つ
い
て
は
Ｐ

26
【
事
例
２
】
参
照

 

南 部 

返
納
方
法
を
記
入

 
（
「
返
納

通
知
書
」
又
は
「

差
引
」
） 

事
由
発
生

年
月
を
記

入
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通
勤

手
当

報
告

書

学
校

名

5
0

往
路

と
復

路
の

通
勤

方
法

が
異

な
る

場
合

8
2

支
給

要
件

の
喪

失
、

通
勤

停
止

0
0

四
輪

自
動

車
以

外
オ

ー
ト

バ
イ

3
0

定
期

＋
回

数
券

等
＋

四
輪

自
動

車
6
2

自
転

車
4
0

定
期

＋
回

数
券

等
＋

四
輪

自
動

車
以

外
7
2

そ
の

他

定
期

＋
回

数
券

等
1
2

定
期

使
用

定
期

＋
四

輪
自

動
車

6
1

定
期

＋
四

輪
自

動
車

以
外

7
1

定
期

以
外

交
通

機
関

等
＋

四
輪

自
動

車
6
0

定
期

の
み

1
1

交
通

機
関

等
＋

四
輪

自
動

車
以

外
7
0

通
勤

方
法

コ
ー

ド
表

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

コ
ー

ド
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

分
コ

ー
ド

交
通

用
具

四
輪

自
動

車
2
0

※
　

「
交

通
機

関
等

利
用

者
」
、

「
併

用
者

」
、

「
往

路
と

復
路

の
通

勤
方

法
が

異
な

る
場

合
」
の

職
員

に
つ

い
て

報
告

す
る

場
合

、
「
氏

名
」
欄

、
「
職

員
番

号
」
欄

、
「
支

給
開

始
（
終

了
）
年

月
」
欄

、
「
通

勤
方

法
コ

ー
ド

」
欄

及
び

「
備

考
」
欄

の
み

記
入

す
る

こ
と

。

交
通

機
関

等
利

用
者

定
期

以
外

（
ﾊ

ﾞｽ
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
含

）
1
0

併
用

者

1
0

年
月

9
年

月

8
年

月

7
年

月

6
年

月

5
年

月

4
年

月

3
年

月

2
年

月

1
年

月

特
別

料
金

等
の

額
備

　
　

　
　

　
考

※
教

育
事

務
所

使
用

欄

職
員

番
号

入
　

　
力

結
　

　
果

番
号

氏
　

　
　

名
支

給
開

始
（
終

了
）
年

月
通

勤
方

法
コ

ー
ド

総
通

勤
距

離
自

動
車

等
使

用
距

離

職
員

の
区

分

電
　

　
算

  
　

　
 年

　
　

月
分

臨
　

　
時

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

提
出
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通
勤

手
当

報
告

書

学
校

名

7
0

交
通

機
関

等
利

用
者

定
期

以
外

（
ﾊ

ﾞｽ
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
含

）
1
0

定
期

＋
四

輪
自

動
車

6
1

定
期

＋
回

数
券

等
1
2

0
0

交
通

機
関

等
＋

四
輪

自
動

車
6
0

定
期

の
み

1
1

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

コ
ー

ド
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

分
コ

ー
ド

交
通

機
関

等
＋

四
輪

自
動

車
以

外

8
2

3
0

定
期

＋
回

数
券

等
＋

四
輪

自
動

車
6
2

7
2

定
期

使
用

2
0

定
期

＋
四

輪
自

動
車

以
外

7
1

四
輪

自
動

車
以

外
オ

ー
ト

バ
イ

併
用

者

定
期

以
外

4
0

定
期

＋
回

数
券

等
＋

四
輪

自
動

車
以

外
そ

の
他

5
0

往
路

と
復

路
の

通
勤

方
法

が
異

な
る

場
合

交
通

用
具

1
0

年

四
輪

自
動

車

自
転

車

通
勤

方
法

コ
ー

ド
表

支
給

要
件

の
喪

失
、

通
勤

停
止月

0
0

8
東

　
京

三
郎

4
年

4

9
年

月 月

3
/
3
1
　

住
居

移
転

、
4
/
1
～

通
勤

距
離

2
km

未
満

に
よ

り
支

給
要

件
喪

失
添

付
書

類
あ

り

0
3
0
8
5
4
0

月
0
0

3
/
3
1
　

通
勤

方
法

を
徒

歩
へ

変
更

し
た

こ
と

に
よ

り
支

給
要

件
喪

失
添

付
書

類
あ

り

月
0
0

1
2
3
4
9
8
7

0
9
8
7
6
5
4

1
5
.0

km
1
5
.0

km
4
/
1
5
　

育
休

か
ら

復
職

通
勤

方
法

等
は

産
休

・
育

休
前

と
同

様
月

2
0

南
　

美
子

4
年

4

添
付

書
類

あ
り

3
/
3
0
～

産
休

4
月

～
通

勤
実

績
な

い
見

込
み

4
/
1
　

週
休

日
、

4
/
2
、

年
休

、
4
/
3
～

病
休

4
月

～
通

勤
実

績
な

い
見

込
み

4
梅

田
　

椿
4

年
4

0
6
0
7
0
8
0

月
0
0

4

7
柊

　
一

郎
4

年
4

5
三

北
　

梅
子

4
年

1
6
5
4
3
2
1

61
青

森
　

太
郎

4
年

月
6
0

0
1
2
3
4
5
6

2
津

軽
　

華
子

4
年

4
月

1
0

月

1
9
8
7
6
5
4

4

3
南

部
　

桜
子

4
年

4
1
2
3
4
5
6
7

1
2
.0

km
添

付
書

類
あ

り

※
　

「
交

通
機

関
等

利
用

者
」
、

「
併

用
者

」
、

「
往

路
と

復
路

の
通

勤
方

法
が

異
な

る
場

合
」
の

職
員

に
つ

い
て

報
告

す
る

場
合

、
「
氏

名
」
欄

、
「
職

員
番

号
」
欄

、
「
支

給
開

始
（
終

了
）
年

月
」
欄

、
「
通

勤
方

法
コ

ー
ド

」
欄

及
び

「
備

考
」
欄

の
み

記
入

す
る

こ
と

。

職
員

の
区

分

電
　

　
算

　
　

　
４

年
　

４
月

分
青

森
市

立
青

森
小

学
校

　
４

年
　

４
月

　
４

日
　

提
出

特
別

料
金

等
の

額
備

　
　

　
　

　
考

1
2
.0

km

番
号

氏
　

　
　

名
支

給
開

始
（
終

了
）
年

月
通

勤
方

法
コ

ー
ド

総
通

勤
距

離
自

動
車

等
使

用
距

離
※

教
育

事
務

所
使

用
欄

職
員

番
号

入
　

　
力

結
　

　
果
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質 疑 応 答 集

この質疑応答における略語の用例については、次のとおりである。

条 例・・職員の給与に関する条例（昭和26年７月17日青森県条例第37号）

規 則・・青森県人事委員会規則７－４４（通勤手当）

運用通知・・通勤手当の運用について（平成16年２月青人委15第324号）
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１ 通勤手当上の「通勤」の意味

〔問１〕通勤手当上の「通勤」の意味

通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう
とされているが、次の場合は通勤に該当するか。

30日① 9/1 2 3 4

出張 病 気 休 暇
出勤 出張地から帰宅

30日② 9/1 2 3 4

出勤 出 張 出張地から帰宅

〔答〕

通勤とは、規則第２条第１項に規定されているとおり、職員が勤務のため、その者の

住居と勤務公署との間を往復することをいい、片道のみの移動行為は、通勤手当上の通

勤の概念には該当しないものである。

したがって、①②とも出勤行為だけであるから通勤があったものとはならない。

なお、この場合において、用務終了後帰庁して退勤した場合は、初日における出勤行

為と退勤行為を併せて通勤に該当することになる。

〈補足〉

出張、研修、病気休暇、年次休暇等、その理由にかかわらず、月の初日から末日まで１日も

通勤しなかった場合は、当該月に係る通勤手当は支給されない。

２ 通勤距離の測定方法

〔問２〕通勤距離の測定方法

通勤距離の算定方法等について具体的に明示されたい。

〔答〕

通勤距離の算定に当たっては、住居の出入口から勤務公署において出勤が確認される場所

（出勤が確認される場所が二以上あるときは、勤務公署の出入口から最も離れた場所とする｡)

までの間について、規則第２条第２項及び運用通知第２条関係の規定により行うものとする｡
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３ 交通機関等利用者関係

○ 運賃等

〔問３〕運賃等

次に掲げるものは給与条例第10条にいう「運賃等」に含まれるか。

① 徒歩通勤者が、最短の経路をとるために、鉄道駅の入場券を購入し、その構内

を通り抜けて通勤している場合の入場券

② 株主優待乗車券を取得するために負担することとなる費用

〔答〕 いずれも運賃等には含まれない。

○「最も経済的かつ合理的」の解釈等

〔問４〕通勤経路が二以上ある場合

規則第６条の「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法」は、

ある特定の場所と勤務公署とを結ぶ経路を考えた場合、常に客観的に一つの経路及び方

法のみに限定されるか。

〔答〕

規則第６条の「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法」は、

必ずしも特定の通勤区間について常に一つの経路及び方法のみに限定されるものではな

い。
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〔問５〕交通機関の運賃が異なる場合

通常の通勤の経路及び方法として、職員の利用している交通機関以外にも利用できる

交通機関がある場合において、職員の利用している交通機関の運賃が他の交通機関の運

賃に比べて高いときは、他の交通機関により運賃等相当額を算出することとなると考え

られるがどうか。

〔答〕

一般的には、二以上の通勤の経路がいずれも一般的に利用されており、かつ、規則第

６条にいう合理的な通常の経路として認められるときは、職員が現実に利用している交

通機関によって運賃等相当額を算出することとなる。

〔問６〕大多数の職員が利用している経路

次の事例において、①を規則第６条の「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通

勤の経路及び方法」と認めてよいか。

自宅 バス 3,600円 Ａ 列車 4,100円 勤務公署

○①

（運賃の計 7,700円）

自宅 バス 3,200円 Ｂ 列車 4,200円 勤務公署

○②

（運賃の計 7,400円）

備考 １ バス及び列車の路線は①及び②についてそれぞれ同じである。

２ 列車は、Ａから勤務公署までは20分間隔、Ｂから勤務公署までは１時間間隔

であり、大多数の職員が時間的に便利な①によっている。

〔答〕

設問の場合は、大多数の職員が①の路線によっている事情があり、当該路線を認めて

差し支えない。
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〔問７〕日によって通勤の方法を異にしている場合

職員が、毎月約３分の１は自転車通勤、残り３分の２はバス通勤のように日によって

通勤方法を異にしている場合は、規則第８条の運賃等相当額は、いずれの方法によって

算出することとなるか。

〔答〕

職員が、日によって通勤方法を異にしている場合は、そのうちその者が通勤のために

利用することを原則としている方法をもって、その者の常例とする通勤の方法とみなし

て取り扱うこととする。

なお、原則としている方法がいずれの方法であるか判定し難いときは、年間を通じて

主として用いている通勤の方法によることとする。
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○ 「正当な理由」について

〔問８〕往路と帰路を違う方法で通勤する者の通勤手当

職員が、自宅より次の方法で通勤している場合の通勤手当の支給方法について御教示

されたい。

なお、当該職員は、夫（職員ではない）の勤務公署と同一方向にあることから、朝の

通勤については夫の自動車で登庁しているが、帰路については、夫と退庁する時間が違

うため毎日バスを利用しているものである。
6.0km

勤務公署 （帰路） 勤務公署 自宅（往路） 自宅
自家用車 バス

〔答〕

通勤手当に係る運賃等相当額の算出の基礎となる通勤の経路又は方法は、往路と帰路

とにおけるそれぞれの通勤経路又は方法を異にするものであってはならない（規則第７

条）ことになっている。

設問のように、職員の都合により通勤方法を異にして通勤している場合は、その者が

通勤のために利用することを原則としている方法をもって、その者が常例とする通勤方

法とみなして取り扱うことになっている。この場合において、原則としていずれの方法

によるか判定し難いときは、年間を通じ主としてとっている通勤方法により支給するこ

とになる。

したがって、設問の場合は、夫の自動車によって通勤することを常例とする職員とみ

なされるならば、通勤距離が６km以上であるので月額4,600円の通勤手当が支給され、交

通機関（バス）を利用することを常例とする職員とみなされるならば、その交通機関の

利用区間に係る回数券等の額を基礎として算定される通勤手当を支給することとなる。
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〔問９〕列車の運行時刻が不便なため往路と帰路を異にする場合

職員が通勤のため利用できる交通機関としては列車とバスとがあるが、定時までに出

勤するためには、列車を利用すると、その運行の関係上、勤務公署の所在地の駅に６時4

0分着の列車だけしか利用できないので、出勤時間より１時間以上も早く勤務公署に到着

する。このため職員は、往路にはバス、帰路には列車を利用している。

この場合、運賃等相当額の算出に当たっては、規則第７条ただし書の「正当な理由」

に該当するものと認めてよいと思われるがどうか。

〔答］ お見込みのとおり。

例 往路では、始業時刻に間に合うバスがないためＪＲを利用

復路では、終業後１時間以内に帰宅するための列車がないため、バスを利用

(往路) 自宅 駅 ＪＲ 学校 ＪＲ( )200円徒歩 回数券

バス 片道300円
(復路) バ ス

○支給額 2,000 3,000
× 21回 ＋ × 21回 ＝ 9,545.3

11 11

3,818.1 5,727.2 ∴9,545円

〔問10〕回数乗車券等を利用する職員に係る確認の方法

定期券を利用する職員については、条例第10条第１項の職員たる要件を具備するか否

か等は、定期券等により確認できるが、回数券又はプリペイドカードを利用する職員に

ついてはどのようにしてこれらのことを確認したらよいか。

〔答〕

回数券又はプリペイカードを利用する職員についても、定期券を利用する職員と同様

にその提示を求める等の方法により確認することとなる。
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４ 自動車等使用者関係

○ 支給範囲

〔問11〕自動車の相乗りによる通勤の場合

２人の職員が１台の自動車で同一公署に通勤している場合、通勤手当はどのように支

給することとなるか。

① 自動車を２人で共有し、経費を共同負担としてる場合

② 一方が自動車を所有し、他方が経費を負担している場合

③ 一方が自動車を所有して経費も負担しており、他方がこれに便乗している場合

イ 謝礼を出している場合

ロ 謝礼を出していない場合

〔答〕

自動車で通勤している場合における通勤手当については、当該交通の用具が職員の所

有（共有を含む。）に属する場合又は職員が当該交通の用具につき法的に正当な使用権

を有すると認められる場合で、自らそれを使用する職員に対して支給されるものであ

り、職員が経費等を負担している場合や、当該交通用具が職員の所有（共有を含む。）

に属する場合等であっても、自己以外の者が使用する交通の用具を利用するにとどまる

場合（いわゆる便乗等の場合）には､通勤手当を支給することはできない｡

<補足>
本人の所有等する自動車に県職員以外の者と相乗りしている場合は、通勤手当の対象とな

る。

参考例

・民間勤務の夫が職員である妻を、勤務校まで送迎している → 支給対象

・子が職員の所有等する自動車で、勤務校まで送迎している → 支給対象

・父親が職員の所有等に属さない自動車で、勤務校まで送迎している → 支給対象外

- 80 -



〔問12〕自動車を夫婦が共有している場合の通勤手当

共に職員である夫婦が１台の自動車を使用して、夫が Ａ校

妻の勤務先であるＡ校に妻を送った後、夫の勤務先であ ○

るＢ校に通勤している場合（復路と同経路、右図参照）

で、名義上の所有者は夫になっているが、夫婦の共有の

財産である旨の届出がなされた場合、それぞれの職員に ○ ○

対する通勤手当の支給はどのようにしたらよいか。 自宅 Ｂ校

〔答〕

同じ住居から同じ車を使い通勤している夫婦に対して通勤手当を二重に支給するの

は、実費費用弁償的正確を持つ通勤手当の趣旨及び社会一般の常識から見て適当ではな

いことから、１台の車で手当の対象となる職員は１人に限られるものである。このた

め、妻については通勤手当を支給できず､夫については自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２km以上であれば、自宅からＡ校を経由し

Ｂ校に至る距離に応じた通勤手当を支給することとなる。ただし、夫については、他に

自宅からＢ校に至る経済的な路線（右下図参照）がある場合は、当該路線に応じた距離

に相当する通勤手当を支給することとなる。

校Ａ

○

○○

自宅 Ｂ校
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○ 自動車の使用距離

〔問13〕経路が２つある場合の通勤手当の認定

交通機関を利用する職員の通勤手当の認定は「経済的かつ合理的と認められる通常の

通勤の経路及び方法による」（規則第６条）こととされているが、自家用車を使用する

職員については経済的観念にとらわれず、その届出経路により認定して差し支えない

か、次の例によって御教示されたい。

（例） Ａ14.5km（市道）

○勤務地居住地

Ｂ11.5km（国道）

Ａの距離によった場合の通勤手当の月額 9,300円

〔答〕

規則第２条第２項に「一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。」と規

定してあるため、設問の場合の通勤手当はＢの経路により認定することになる。

〔問14〕往復の通勤経路が異なる場合の通勤手当の額

自動車で通勤している職員が、一方通行等の事由により、下図のような往路と帰路を

異にした経路で通勤している場合、自家用車の使用距離はどのように算出することにな

るか。

10.4km

勤務公署
自宅 6.6km

〔答〕

設問のように交通規制等により、通勤経路の往路と帰路を異なった経路でとらなけれ

ばならない場合は、往路と帰路との使用距離の合計の２分の１キロ数に対応する額で通

勤手当を支給することになる。
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５ 支給制限関係

〔問15〕月の初日の朝帰宅し、翌日から月の末日まで通勤しない場合

月の末日から翌月の初日にかけて宿直した職員が、帰宅後、その月は全期間病気休暇

により通勤しなかった場合の通勤手当はどうなるか。

〔答〕

その月の初日から末日までの間に、規則第２条第１項にいう通勤（住居と勤務校との

間の往復）をしないこととなるので、規則第21条の規定によりその月分の通勤手当は支

給できない。

６ 支給の始期及び改定の時期

〔問16〕新採用者の通勤手当の始期

４月１日付けの新採用者について、３月31日までに住居の移転を完了している場合、

実際の通勤が４月５日からであっても４月１日を条例第10条第１項の職員たる要件を具

備するに至った日として取り扱い、４月分から通勤手当を支給してよいか。

〔答〕

職員に新たに条例第10条第１項の職員たる要件が具備されるに至った日とは、職員が

通勤できる状態に至った日とされ、公署への勤務を開始すべきこととされる日（発令の

通知を受けた日から７日以内）までに支給要件を具備したときは、運用通知第20条関係

により、採用又は異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取

り扱う。

設問の場合、４月４日までに通勤できる状態に至っているので、４月１日を同項の職

員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、職員から15日以内に通勤届が提出

された場合は４月から支給されることになる。
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〔問17〕年末の休日に事実発生した場合の支給の始期

勤務公署の敷地内に設置されている公舎に入居している職員が、公舎を退去し、交通

機関を利用しなければ通勤できない地に転居した。

公舎を退去した日が、12月31日の休日である場合は、通勤の事実発生の日を通勤でき

る態勢にある翌月の１月１日とすべきか、それとも実際に通勤した日の１月４日とすべ

きか。

前者によることとした場合は１月分から通勤手当が支給されるが、１月４日とした場

合は２月分から通勤手当が支給されることになるので、通勤の事実発生の日を１月１日

として届出した場合、要件具備の日を１月１日として認定して差し支えないか。

〔答〕

差し支えない。

設問の場合、実際の通勤の事実は１月４日であるが、１月１日から１月３日までは休

日及び勤務を要しない日に当たるので出勤の開始は１月４日となる。したがって、条例

第10条第１項の職員たる要件を具備するに至った日は、住居移転が完了した日の翌日と

解し、規則第20条の規定により、支給の始期は１月１日となり、通勤届が15日以内に提

出された場合は１月分から支給されることになる。

〔問18〕住居を移転した場合の改定時期

条例第10条第１項に該当する職員が勤務を要しない日（日曜日）に住居の移転を完了

し、月曜日は休日又は休暇等により通勤せず火曜日から通勤を開始した場合、規則第20

条第２項にいう「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」の「その事実の生じ

た日」はいつとなるか。

〔答〕

条例第10条第１項に該当する職員が移転による住居の変更のため通勤手当の額を改定

する場合、「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」の「その事実の生じた

日」とは、移転日に通勤の事実があった場合を除き移転の完了した日の翌日と解される

ので、月曜日を通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った日として取り扱うこと

となる。

〈補足〉住居の移転を伴わない場合の改定時期

住所の移転等を伴わないで通勤方法を変更する場合の事実発生日は、実際に変更後の通勤方

法により通勤を開始した日となる。上記の例において住居移転を伴わない場合には、通勤を開

始した火曜日が「その事実が生じた日」となる。
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〔問19〕出産に伴う休暇をとっていた職員に係る改定時期（住居移転の場合）

従前から通勤手当を受給していた職員が12月中旬から出産に伴う休暇をとり、その後

実家で出産するため翌年１月10日に実家へ居所を変更したが、休暇明けに伴い３月25日

に実家から通勤した（乳児の世話等で当分の間、実家から通勤する由）。

この場合の通勤手当の取扱いについて御教示されたい。

なお、この場合、通勤方法は変更していないものである。

〔答〕
通勤手当の受給者が、出産に伴う休暇中に住所を変更し、休暇明け後も引き続き同手

当の適用者となる場合の支給方法であるが、住所変更により手当額が増額となる場合と
減額になる場合とではその支給額が異なるので、次の例を参考にしていただきたい。
なお、この場合の「事実の生ずるに至った日」は、通勤を開始した日の属する月以前

において住居の移転が完了している場合は、その月の初日、また通勤を開始した日の属
する月において移転が完了した場合には、その完了した日の翌日となる。

① 住所変更により手当額が増額となる場合
（従前の手当額 5,000円、変更後の手当額 8,000円）

（例） （12月） （１月） （２月） （３月）
25日10日

× ×
住所変更 出 勤

従前 変更後

8,000円5,000円
（出産に伴う休暇中）

ア その届出（郵送等を含む。）が３月１日から15日以内になされたときは、３月分
から8,000円を支給する。
イ その届出が３月１日から15日を経過した後になされたときは、３月分からその届
出のなされた月まで5,000円を支給し、その翌月から8,000円を支給する。ただし、
その届出が月の初日であるときは、届出の日の属する月から8,000円を支給する。

② 住所変更により手当額が減額となる場合
（従前の手当額8,000円、変更後の手当額5,000円）

（例） （12月） （１月） （２月） （３月）
25日10日

× ×

住所変更 出 勤
従前 変更後

5,000円8,000円
（出産に伴う休暇中）

その届出（郵送等を含む。）が３月１日から15日以内になされたとき及び15日を経
過した後になされたときのいずれの場合であっても、３月分から5,000円を支給す
る。
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〔問20〕出産に伴う休暇をとっていた職員に係る改定時期（通勤方法の変更の場合）

前問において、通勤手当の受給者が休暇中に住居の変更をせず休暇明け後、通勤方法
のみ変更して（例えば自転車使用からバス利用へ変更）出勤し、引き続き同手当の適用
者となる場合の取扱いについても御教示されたい。

〔答〕
休暇明け後、従来の通勤方法を変更し、引き続き同手当の適用者となる場合の同手当

の支給方法は、この場合においても、手当額が増額となる場合と減額になる場合とでは
その支給額が異なるので、次の例を参考にしていただきたい。

① 通勤方法の変更により手当額が増額となる場合
（従前の手当額 2,000円、変更後の手当額 5,000円）

（例） （12月） （１月） （２月） （３月）

出勤

× ×

従前 変更後

自転車2,000円 バス5,000円
（出産に伴う休暇中）

ア その届出が通勤方法を変更して出勤した日（事実の生じた日）から15日以内に

なされたときは、４月分から5,000円を支給し、３月分は2,000円を支給する。

イ その届出が通勤方法を変更して出勤した日（事実の生じた日）から15日を経過
した後になされたときは、３月分からその届出のなされた月まで2,000円を支給
し、その翌月から5,000円を支給する。ただし、その届出が月の初日であるとき
は、届出の日の属する月から5,000円を支給する。

② 通勤方法の変更により手当額が減額となる場合
（従前の手当額5,000円、変更後の手当額2,000円）

（例） （12月） （１月） （２月） （３月）

出勤
× ×

従前 変更後

2,000円バス 5,000円
（出産に伴う休暇中）

その届出が通勤方法を変更して出勤した日（事実の生じた日）から15日以内に

なされたとき及び15日を経過した後になされたときのいずれの場合であっても、出

勤した３月分は5,000円を支給し、４月分から2,000円を支給する。
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７ 支給単位期間

〔問21〕支給単位期間の中途に異動等があることが事前に明らかな場合

支給単位期間の中途に異動、転居、休職、退職、長期研修があることが事前に明らか

な場合は、支給単位期間の特例を適用してもよいか。

また、支給単位期間の特例において「…退職その他の離職」とあるが、その離職とは

どのようなものか。

〔答〕

規則第20条の３第２項については、定年退職等を想定して設けられているものであ

り、さらに、事前に明らかであることが要件とされている。したがって、異動、転居は

そもそも該当しないとともに、退職、研修等であっても事前に明らかとなっていない場

合は該当しない。

また、「…退職その他の離職」とは辞職（依願退職）、退職、免職、懲戒免職又は失

職であり、臨時講師等のように任期が定められている職員については、任期満了の日と

なる。

〔問22〕支給単位期間の開始に係る具体例

規則第20条の４の第２項（休職等からの復職時の支給単位期間の開始）及び第３項

（全日数休暇後の通勤再開による支給単位期間の開始）について、具体例を示された

い。

〔答〕

資料①「支給単位期間中に休職等の場合又は月の全日数通勤がない場合の取扱い

（例）」（９５～９６ページ）のとおり。

なお、休職等となった日が月の中途か月の初日かにより、復職等後の支給単位期間の

開始時期が異なるので、留意されたい。

〔問23〕規則第20条の４第３項の「その他の事由」

規則第20条の４の第３項の「その他の事由」とは、どのようなものか。

〔答〕

規則第20条の４第３項は、出張、休暇、欠勤等のほか、休職、職専免等も含め、全日

数にわたって通勤しないこととなった場合について規定されている。
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８ 休職等不支給の場合

〔問24〕通勤手当の支給を受けていた職員が休職等にされた場合

条例第10条第１項の職員が休職にされ、停職にされ、育児休業法の規定により育児休

業の許可を受け、派遣条例の規定により派遣され、又は専従許可を与えられた場合にお

いても、依然として同項の交通機関等を利用し、又は交通の用具を使用することを常例

とする職員として取り扱ってよいか。

したがって、当該職員が復職等をした場合は、通勤事情に変更のない限り、規則第３

条の届出は不要としてよいか。

〔答］

休職にされ、停職にされ、育児休業の許可を受け、派遣され、又は専従許可を与えら

れた後、それらの職員が復職し、職務に復帰し、又は停職若しくは専従許可の期間が終

了した場合において、従前その者について支給されていた通勤手当の算出の基礎となる

通勤の実情に変更のない場合に限り、届出を行うことを要しない。

〔問25〕公務傷病による休職の場合

公務傷病による休職の場合、通勤手当は支給できるか。

〔答〕

通勤手当は、通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常

例とする職員や通勤のため交通用具を使用することを常例とする職員等に支給されるも

のであり、公務上負傷し、又は疾病にかかり休職された場合を含め、職員が通勤しない

こととなる場合には支給されない。
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９ 支給関係

〔問26〕６箇月定期券等の価額により一括支給することとした理由

交通機関等利用者の通勤手当について、６箇月定期券等の価額により一括支給するこ
ととした理由は何か。

〔答〕
交通機関等利用者の通勤手当については、これまでは、公務員は転勤が多く、異動の

時期も様々であること等から、１箇月定期券の価額を基礎とした手当額を毎月支給して
いたところであるが、民間企業では６箇月定期券等の低廉な定期券の価額を基礎として
通勤手当を支給している場合が多いため、公務においても、交通機関等利用者に係る通
勤手当は６箇月定期券等の低廉な定期券等の価額により一括支給することとしたところ
である。
なお、条例第10条第８項において、支給単位期間が６箇月を超えない範囲とされてい

るのは、ＪＲや私鉄、バス等の交通機関において、最長期間の定期券は６箇月定期券で
あることが一般的であること、支給事務の上からも、一定の最長期間を設定することが
事務の簡素化等に資すること等によるものである。

〔問27〕長期の特別休暇に係る支給の取扱い

通勤手当の支給は当月支給となっているが、規則第21条の規定と関連して、月の初日
から末日まで特別休暇をあらかじめ承認されている職員に対するその月分の通勤手当
は、その月の支給定日に支給しないこととしてよいか。
また、このような職員が、その月の末日までの間に特別休暇の事由が終了し再び通勤

を開始することとなった場合には、その月分の通勤手当はいつ支給することとなるの
か。

〔答〕
設問の前段の場合については、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。
また後段については、規則第19条の２第１項ただし書の規定にならい、支給日後にお

いてその月分の通勤手当を支給することとなる。
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〔問28〕再任用職員が青い森鉄道を利用して通勤する際の手当額

青い森鉄道では61歳の誕生日を迎えると「シニア寿定期券」が利用できるが、回数
券、通勤定期券と比較して割安定期券の方が安い場合は、割安定期券の額で手当を支給
することとなるのか。

〔答〕
お見込みのとおり。
なお、青い森鉄道を利用している場合、61歳の誕生日を迎えた後の直近の通勤手当支

給月からは「シニア寿定期券」の額での支給となるため、対象の年齢に到達した場合
は、下記の事例を参考に通勤手当の変更を申請すること。

＜事例＞
平成29年４月１日から、青い森鉄道を東青森－青森間で利用する再任用職員が平成29

年６月10日で61歳になった場合

61歳の誕生日を迎えた後の４ 10
直近の通勤手当支給月月 月

青い森鉄道 青い森鉄道
６箇月「通勤定期券」 ６箇月「シニア寿定期券」

43,590円 17.720円

通勤手当 H29.6.10 認定申請 通勤手当
43,590円支給 61歳 事実発生日 17,720円支給

９月30日

１０ 特別急行列車利用者

〔問29〕新幹線鉄道等に係る通勤手当改正の趣旨

新幹線鉄道等に係る通勤手当が改正となったが、どのような趣旨で改正されたのか。

〔答〕

普通運賃と特別料金を分離して算定する方式本県の新幹線鉄道等利用者の通勤手当は、
としており、全額支給の対象は普通運賃のみとしているが、本県と同様に東北新幹線の運行経

路がある岩手県、宮城県及び福島県においては、普通運賃と特別料金を合算した額を全額支給

の対象としている。

平成22年12月の東北新幹線新青森駅の開業から５年が経過し、本県においても、新幹線鉄道

を利用して通勤する職員が増加傾向にあり、通勤で新幹線鉄道を利用することがより一般化し

ている状況にあることから、人事委員会において、東北各県との均衡等を考慮し、普通運賃と

特別料金を合算した額を全額支給の対象とすることが適当であると判断したものである。
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平成17年11月25日付け青教職第482号、平成22年11月17日付け青教職第484号

新幹線鉄道等を利用する職員の支給要件について

１ 支給の要件
特急等を利用し通勤する職員で、次の（１）から（３）に掲げる要件をすべて

満たす職員に支給する。
（１） 新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難（原則として新幹線鉄
道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上又は通
勤時間が90分以上）であること｡

（２） 新幹線鉄道等の利用により、通勤時間が30分以上短縮される等通勤事情の
改善に相当程度資するものであること。
（３） 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を負担することを常例とすること。

※みちのく有料道路を利用して通勤する場合
次の①、②に応じて支給する。
① みちのく有料道路を利用しない場合の通勤距離が片道60㎞以上
→通年で特別料金が支給可能

② みちのく有料道路を利用しない場合の通勤距離が片道45㎞以上60㎞未満
→積雪期（１～３月）のみ特別料金の支給が可能

２ 支給額
普通運賃及び特別料金等を合算し、上限額（55,000円）まで全額支給し、上限

額を超える部分については２分の１相当額（20,000円限度）を手当額に加算する。

《認定・支給に要する添付書類》
○新幹線鉄道等
１ バス等交通機関に乗り換える場合はその時刻表
（ＪＲ・青い森鉄道・青森市営バス・八戸市営バスの時刻表は不要。）

２ 勤務時間割表
３ 新幹線定期券の写し
４ 新幹線鉄道利用者タイムスケジュール

○みちのく有料道路
１ 車検証の写し
２ 回数券又は領収書の写し
３ 自動車の所有者が職員でない場合は申立書（自己所有でない理由と維持管理費
の負担について）

（事後確認）
※回数券の種類は、算定の基礎となっているものと異なっていても可

特急料金計算例
（青森）～新青森～八戸間
３箇月定期券（普通料金・特別料金一体型）215,510円
１箇月当たりの定期代 215,510円×1/3＝71,836.66円
１箇月当たりの通勤手当額
55,000円＋(71,836.66円－55,000円)×1/2＝ 63,418.33円
３箇月毎に63,418.33円×3≒190,255円(※)を支給

※ (63,418+1/3)×3＝190,254+1＝190,255

みちのく有料道路計算例
○普通車 １回 ８５０円
850×8,000/10,000×２×21回＝28,560円
自動車等の距離に応じた額と算出したみちのく有料道路代の合算額が55,000円

- 91 -



未満であれば合算額。55,000円以上であれば55,000円に超過部分の1/2相当額（上
限額20,000円）を加算した額

○軽自動車１回 ６４０円
640×8,000/10,000×２×21回＝21,504円

自動車等の距離に応じた額と算出したみちのく有料道路代の合算額が55,000円

未満であれば合算額。55,000円以上であれば55,000円に超過部分の1/2相当額（上

限額20,000円）を加算した額

〔問30〕利用できる特別急行列車等が片道しかない場合

〔問〕
自宅から近距離にある学校に勤務していた職員が、異動に伴って60キロメートル以上

離れた学校に通勤することとなったため、往路において特急列車を利用して通勤するこ
ととしたが、帰路においては特急列車が運行されておらず、やむなく帰路だけ在来線に
より通勤している。
往路の通勤時間が特急列車を利用することで在来線を利用した場合より30分以上短縮

される場合において、規則第７条ただし書の「正当な事由」に該当するものとして、往
路のみの特急料金を特別料金等として手当を支給してよいか。

〔答〕
お見込みのとおり。

１１ 冬季のみ交通機関等利用

〔問31〕冬季のみ交通機関等を利用する場合の「冬季」とは

支給単位期間を短くできる「冬季」について、次の場合は該当するか。

① 12月から２月までの期間

② 10月から２月までの期間

③ 12月から４月までの期間

④ 10月から４月までの期間

〔答］

この制度は、交通機関等の利用の開始日及び終了日のいずれの日も冬季（11/1～3/3

1）である場合の取扱いであり、設問の①は該当、②～④は冬季の期間内ではないことか

ら６箇月を限度として支給単位期間を定める（通常の認定を行う）こととなる。
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〔問32〕定期券よりも回数券により支給した方が安い場合

冬季においてのみ交通機関等を利用することとした場合、３箇月と１箇月定期券の組

合せにより支給するよりも３箇月定期券と１箇月回数券の組合せの方が安い場合は、１

箇月定期券の部分を１箇月回数券の額で支給してよいか。

時 期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

通 勤 方 法 自動車 交通機関等 自動車

支給単位期間

〔答］

お見込みのとおり。

〔問33〕結果として冬季のみの交通機関等利用となった場合

当初、11月から通年、交通機関利用により通勤する予定で届出をしたが、事情により
４月から再度四輪自動車により通勤することとなった場合は、従前の処理（返納）をす

ることになるか。

〔答〕

当初11月に通勤届を提出した時には冬季の期間のみの利用ではなく、結果として冬季

の期間のみとなっただけなので、従前の処理によることとなる。

なお、冬季における交通機関利用なのか、単なる交通手段の変更なのかを区別するた

めに、その旨を認定簿の備考欄に記載すること。

【補足】

冬季のみ交通機関等を利用する職員の一覧を作っておくと冬季が終わる時期に変更の

届出をしていない職員の確認が出来て便利です。

1か月

3箇月定期券 1箇月定期券

1か月

1箇月定期券

1箇月回数券1箇月回数券
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〔問34〕冬季のみ利用予定であった交通機関等を４月以降も継続して利用する場合

当初、冬季（11/1～3/31）のみ自動車からＪＲに変更する予定であった者が、事情に
より４月以降もＪＲによる通勤を継続した場合は、どのように処理すべきか。

〔答〕

冬季のみの交通機関等利用は３月31日で終了となるため、４月１日を事実発生日とし

て、ＪＲによる認定申請を行うこととなります。

時 期 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

通 勤 方 法 自動車 交通機関等 継続

支給単位期間

１２ その他

〔問35〕タクシー以外の交通機関が運行されていない場合

〔問〕
通勤に利用できる交通機関等がタクシー以外にない区間において、これを利用して通

勤することを常例とする職員のタクシーに係る運賃等相当額はどのように算出するの
か。

〔答〕
通勤に利用できる交通機関等がタクシー又はハイヤー以外にない区間におけるこれら

の利用に係る運賃等相当額は、原則として、その利用距離に応じて条例第10条第２項第
２号ロに規定する自動車等を使用する職員の手当額に相当する額を運賃等相当額とする
こととなる。
ただし、例外もあるため、タクシー利用の通勤届があった場合には管轄する教育事務

所へ照会すること。

1か月

3箇月定期券 1箇月定期券

６箇月定期券

1箇月定期券
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※①～③　定期等の場合

●月の中途の休職等（規則第20条の４第２項）

①休職等となった月に復職した場合

返納なし

②休職等となった月の翌月に復職した場合

返納なし

③休職等となった月の翌々月以降に復職した場合

返納事由発生

規則第20条の2
第1項第3号

●月の初日から開始する休職等（規則第20条の４第３項）

④休職等となった月に復職した場合

返納なし

⑤月の初日から全日数通勤なしの場合

返納事由発生  復職

規則第20条の2
第1項第4号

 支給単位期間の開始（6/1)

⑥月の初日から全日数通勤なし（休職の期間が２以上の月にわたる場合）

返納事由発生  復職

規則第20条の2
第1項第4号

 支給単位期間の開始（6/1)

   支給しない
払戻日（4/30）

参考①

払戻日（4/30）
   支給しない

休職等
  （全日数通勤なし）

休職等 復職

休職等
  （全日数通勤なし）

 復職

　支給しない
　　　支給単位期間の開始（8/1）払戻日（5/31）

 休職等 （全日数通勤なし）

 休職等 復職

７月

休職等 復職

　　　　休職となった日が月の中途か月の初日かにより、復職後の支給単位期間の開始時期が異なる。

　　　　　　　　　　　　支給単位期間中に休職等の場合又は
　　　　　　　　　　　　月の全日数通勤がない場合の取扱い（例）

①　休職の場合

５月 ６月 ８月
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　②　月の全日数通勤がない場合

●月の全日数長期出張等（規則第20条の４第３項）

返納事由発生

規則第20条の2
第1項第4号

 支給単位期間の開始（6/1)

　③　月の全日数通勤がない場合（休暇→休職）

●月の全日数休暇・休職等（規則第20条の４第３項）

返納事由発生

規則第20条の2

第1項第4号  支給単位期間の開始（6/1)

返納事由発生

規則第20条の2
第1項第4号

 支給単位期間の開始（7/1)

　④　支給単位期間が１箇月の場合  ※　私用自動車等の場合

返納なし

支給単位期間の開始（6/1)

●月の中途の休職等（規則第20条の４第２項）

①休職等となった月の翌月に復職した場合
 

返納なし

②休職等となった月の翌々月以降に復職した場合
 

返納なし

８月６月

勤務
再開

休職等

 復職

払戻日（4/30）

復帰

休暇

５月 ７月

出張等
  （全日数通勤なし）

払戻日（4/30）
    支給しない

復職

 復職

（全日数通勤なし）

    支給しない

払戻日（4/30）

 休職等

●月の全日数休暇（規則
第20条の４第３項）

休暇 （全日数通勤なし）

　 支給しない

休暇  休職
（全日数通勤なし）

　 支給しない

　  支給単位期間の開始（8/1）

（全日数通勤なし）  復職

       支給しない

 休職等
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【参考②】

１　新幹線鉄道等を利用する場合の通勤方法等

①　往路 ※ 色付き部分を記入する

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

【新幹線利用による効果】

②　復路

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

【新幹線利用による効果】
　【注意事項】

① 時刻と時間は、例えば午前７時の場合は「７：００」と 、時間が１５分間の場合は「０：１５」 などと記入する。

② 次の書類を添付して提出すること。

  ・出発時刻及び到着時刻が明示された時刻表（ＪＲ、青い森鉄道、青森市営バス、八戸市営バスを除く。）

  ・勤務時間割表

  ・新幹線定期券の写し

新幹線鉄道利用者タイムスケジュール

0時00分

0時00分

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

0.0

km

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

備　考

円

円

円

備　考

  ｋｍ

円

円

円

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

2 　　　　 km

5 km

総通勤距離

　　　　

順
路

通勤方法
の　　別

総通勤距離

出発時刻 到着時刻

距　　　離
（小数第１位
まで記入）

起　　点

1 　　　　
勤務公署

0:00

終　　点

区　　　間

総所要時間

勤務公署

km

5

0.0

円2 km

4

　　　　

3 km

起　　点 終　　点

到着時刻

km　　　　

1 　　　　

km　　　　

住　　居

　　　　

順
路

通勤方法
の　　別

距　　　離
（小数第１位
まで記入）

区　　　間

出発時刻

3 　　　　

円4 　　　　

km

km

円

住　　居

総所要時間

0:00

  ｋｍ

円

　　新幹線鉄道等を利用する場合と利用しない場合（他の公共交通機関等を利用した場合）について、そ
れぞれ住居から勤務公署までの往復の通勤方法等を記入してください。

（自動計算）

（自動計算）

※当様式は職員福利課給与・旅費関係様式等ダウンロードページ

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shokuin/kyuuyoryohi.html）に掲載しております。
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（続き）

２　新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤方法等（他の公共交通機関等を利用した場合）

①　往路 ※ 色付き部分を記入する

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

②　復路

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

0時00分

距　　　離
（小数第１位
まで記入）

通勤方法
の　　別

出発時刻 到着時刻

区　　　間
距　　　離
（小数第１位
まで記入）

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

通勤方法
の　　別

出発時刻 到着時刻

区　　　間

km

起　　点 終　　点

2 　　　　

備　考

1 　　　　
住　　居

円

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

順
路

km

km 円

円

円

3 　　　　

総所要時間

総通勤距離 0.0   ｋｍ

km 円5 　　　　
勤務公署

4 　　　　 km

円

円km

備　考

1 　　　　
勤務公署

km

起　　点 終　　点

2 　　　　

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

順
路

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

0時00分

km

総通勤距離 0.0   ｋｍ

円

円

総所要時間

円

5

km

3 　　　　

km　　　　
住　　居

4 　　　　

（自動計算）

（自動計算）
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記載例

１　新幹線鉄道等を利用する場合の通勤方法等

①　往路 ※ 色付き部分を記入する

7:13 出発 7:27 到着 0:14 分

分

7:27 出発 7:55 到着 0:28 分

0:08 分

8:03 出発 8:09 到着 0:06 分

分

8:09 出発 8:23 到着 0:14 分

分

出発 到着 0:00 分

【新幹線利用による効果】

②　復路

17:15 出発 17:29 到着 0:14 分

分

17:29 出発 17:34 到着 0:05 分

0:10 分

17:44 出発 18:12 到着 0:28 分

分

18:12 出発 18:26 到着 0:14 分

分

出発 到着 0:00 分

【新幹線利用による効果】
　【注意事項】

① 時刻と時間は、例えば午前７時の場合は「７：００」と 、時間が１５分間の場合は「０：１５」 などと記入する。

② 次の書類を添付して提出すること。

  ・出発時刻及び到着時刻が明示された時刻表（ＪＲ、青い森鉄道、青森市営バス、八戸市営バスを除く。）

  ・勤務時間割表

  ・新幹線定期券の写し

総所要時間 1時11分

0:51

円

総通勤距離 87.7   ｋｍ

5 　　　　 km

4 徒歩
八戸駅 住　居

1.0 km 円

3 新幹線
新青森駅 八戸駅

81.8 km 1,490 円

円

2 JR
青森駅 新青森駅

3.9 km

1 徒歩
勤務公署 青森駅

1.0 km

円

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

備　考起　　点 終　　点

出発時刻 到着時刻

0:55

順
路

通勤方法
の　　別

区　　　間
距　　　離
（小数第１位
まで記入）

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

総所要時間 1時10分

円

5 　　　　
勤務公署

km 円

4 徒歩
青森駅 勤務公署

1.0 km

総通勤距離 87.7   ｋｍ

3 JR
新青森駅 青森駅

3.9 km 円

2 新幹線
八戸駅 新青森駅

81.8 km 1,490 円

終　　点

出発時刻 到着時刻

1 徒歩
住　　居 八戸駅

新幹線鉄道利用者タイムスケジュール

　　新幹線鉄道等を利用する場合と利用しない場合（他の公共交通機関等を利用した場合）について、そ
れぞれ住居から勤務公署までの往復の通勤方法等を記入してください。

順
路

通勤方法
の　　別

区　　　間
距　　　離
（小数第１位
まで記入）

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

備　考起　　点

1.0 km 円

（自動計算）

（自動計算）
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（続き）

２　新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤方法等（他の公共交通機関等を利用した場合）

①　往路 ※ 色付き部分を記入する

6:11 出発 6:25 到着 0:14 分

分

6:25 出発 8:02 到着 1:37 分

分

8:02 出発 8:16 到着 0:14 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

②　復路

17:54 出発 18:08 到着 0:14 分

分

18:08 出発 19:42 到着 1:34 分

分

19:42 出発 19:56 到着 0:14 分

分

出発 到着 0:00 分

分

出発 到着 0:00 分

総所要時間 2時02分

円

総通勤距離 98.0   ｋｍ

5 　　　　 km

4 　　　　 km 円

3 徒歩
八戸駅 住　居

1.0 km 円

円

2 青い森鉄道
青森駅 八戸駅

96.0 km

1 徒歩
勤務公署 青森駅

1.0 km

円

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

備　考起　　点 終　　点

出発時刻 到着時刻

総所要時間 2時05分

順
路

通勤方法
の　　別

区　　　間
距　　　離
（小数第１位
まで記入）

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

円

総通勤距離 98.0   ｋｍ

5 　　　　 km

4 　　　　 km 円

3 徒歩
青森駅 勤務公署

1.0 km 円

円

2 青い森鉄道
八戸駅 青森駅

96.0 km

1 徒歩
住　　居 八戸駅

1.0 km

円

左の乗車券の額
（JR・青い森鉄道以外
の片道料金を記入）

備　考起　　点 終　　点

出発時刻 到着時刻

順
路

通勤方法
の　　別

区　　　間
距　　　離
（小数第１位
まで記入）

所要時間
（上段：待ち合せ時間）

（自動計算）

（自動計算）
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〔参考③〕申立書（みちのく有料道路） 

 

申 立 書 

 

私は、住居（        ）から勤務公署（       ）まで自動車を使用し

通勤していますが、自己所有の自動車は            であることから、通勤

用として、 （     ）所有の自動車を借用し、通勤に要するガソリン及びオイル交

換等維持管理費を負担していることを申し立てます。 

 

             年  月  日   

 

           殿 

 

 

                所   属   

                職・氏 名                 
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申立書記載例（みちのく有料道路） 

 

申 立 書 

 

私は、住居（○○）から勤務公署（○○○○）まで自動車を使用し通勤していますが、

自己所有の自動車は（妻も使用する必要があること）であることから、通勤用として、父

（○○○○）所有の自動車を借用し、通勤に要するガソリン及びオイル交換等維持管理費

を負担していることを申し立てます。 

 

          ○○年○○月○○日   

 

           殿 

 

 

                所   属   

                職・氏 名                  

 

具体的な理由を記

入してください 
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